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一 

丹
波
地
域
の
概
要 

丹
波
国
は
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
に
兵
庫
県
と
京
都
府
に
分
割
さ
れ
、
桑
田
郡
、

船
井
郡
、
何
鹿
郡
、
天
田
郡
が
京
都
府
に
、
多
紀
郡
、
氷
上
郡
が
兵
庫
県
に
編
入
さ

れ
た
。
こ
こ
で
は
、
兵
庫
県
に
編
入
さ
れ
た
二
郡
の
祭
礼
と
共
同
体
で
行
う
年
中
行

事
に
つ
い
て
ま
と
め
る
こ
と
に
す
る
。
現
在
の
行
政
区
画
で
は
、
多
紀
郡
は
丹
波
篠

山
市
、
氷
上
郡
は
丹
波
市
に
な
っ
て
い
る
。 

 
(

一)

丹
波
篠
山
市
と
丹
波
市 

文
化
的
に
み
る
と
、
丹
波
篠
山
市
は
京
都
文
化
の
影
響
を
受
け
、
丹
波
市
は 

播
磨
文
化
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
言
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
丹
波
篠
山
市
が
西

京
街
道
を
通
じ
て
京
都
に
近
接
し
、
京
文
化
が
多
紀
郡
に
伝
播
し
て
盆
地
で
独

特
の
地
方
文
化
に
成
熟
し
た
こ
と
に
よ
る
。
正
確
に
は
、
上
方
方
面
と
も
酒
造

業
の
出
稼
ぎ
な
ど
を
通
じ
て
交
流
が
深
か
か
っ
た
。
池
田
方
面
か
ら
は
、
篠
山

街
道
を
通
じ
て
、
浄
瑠
璃
や
文
楽
な
ど
が
導
入
さ
れ
、
多
紀
郡
東
部
の
祭
礼
文

化
に
影
響
を
与
え
た
。 

ま
た
東
部
の
氷
上
郡
と
の
境
に
は
、
味
間
方
面
か
ら
は
大
峠
、
大
山
方
面
か

ら
は
鐘
が
坂
、
瓶
割
峠
、
宮
田
方
面
か
ら
は
佐
仲
峠
、
鏡
峠
と
い
う
急
峻
な
峠

が
あ
っ
た
。 

一
方
、
丹
波
市
は
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
程
度
の
谷
中
分
水
界
で
加
古
川
、
由
良

川
方
面
と
の
道
が
開
け
て
い
た
。
こ
と
に
、
加
古
川
流
域
は
氷
上
回
廊
と
い
わ

れ
、
河
川
交
通
（
加
古
川
舟
運
）
を
通
じ
て
播
磨
地
方
と
つ
な
が
っ
て
い
た
。 

し
か
し
、
丹
波
篠
山
市
で
も
、
不
来
坂
峠
を
越
え
た
旧
今
田
町
域
は
、
播
磨 

 

文
化
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
た
。
市
原
住
吉
神
社
の
祭
礼
で
瀬
戸
内
海
で
採 

 

れ
た
サ
バ
が
祭
礼
の
押
し
ズ
シ
に
利
用
さ
れ
た
り
、
近
世
の
小
野
原
住
吉
神 

社
の
祭
礼
で
は
、
高
砂
の
浜
ま
で
ミ
ソ
ギ
に
行
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。ま
た
、 

氏
子
が
舁
い
た
太
鼓
は
布
団
を
屋
根
に
用
い
て
お
り
、
明
ら
か
に
播
州
文
化 

の
影
響
を
受
け
て
い
た
。 

 

（
二
）
曳
山
、
舁
き
屋
台 

祭
り
の
中
で
も
太
鼓
と
呼
ば
れ
る
舁
き
屋
台
は
丹
波
市
は
、
播
州
方
面
の 

布
団
屋
根
の
屋
台
が
普
及
し
て
い
る
。
た
だ
、
丹
波
市
春
日
町
付
近
は
布
団 

屋
根
で
は
な
く
唐
破
風
を
四
方
に
持
つ
屋
台
が
見
ら
れ
る
。 

近
世
に
は
、
丹
波
市
中
央
の
山
地
の
東
西
で
山
西
、
山
東
と
い
う
分
類
が

見
ら
れ
た
が
、
山
西
は
布
団
屋
根
型
の
屋
台
、
山
東
は
両
系
統
の
屋
台
が
分

布
し
て
い
る
。
ダ
ン
ジ
リ
の
形
態
も
数
は
少
な
い
が
、
播
州
系
統
の
も
の
が

残
っ
て
い
る
。 

丹
波
篠
山
市
は
、
太
鼓
と
よ
ば
れ
る
舁
く
屋
台
は
切
妻
の
も
の
で
統
一
さ

れ
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
今
田
町
の
一
部
に
第
二
次
大
戦
後
布
団
屋
根
の
屋

台
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
だ
け
で
あ
る
。
曳
山
も
播
州
や
摂
津
方
面
に
見
ら
れ

る
ダ
ン
ジ
リ
は
な
く
、
京
都
祇
園
祭
の
山
鉾
を
小
さ
く
し
た
形
態
の
も
の
が

多
数
分
布
し
、
篠
山
盆
地
の
祭
礼
の
特
色
に
な
っ
て
い
る
。 

こ
の
篠
山
盆
地
の
曳
山
は
、
隣
接
す
る
京
都
府
丹
波
に
も
亀
岡
市
、
京
丹

波
町
、
福
知
山
市
の
一
部
に
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
数
は
丹
波
篠
山
市
に
比
べ

る
と
少
な
い
。
平
成
一
九
年
に
「
丹
波
の
森
公
苑
」
が
ま
と
め
た
『
丹
波
（
篠

山
市
・
丹
波
市
）
地
域
民
俗
芸
能
調
査
報
告
書
』
に
よ
る
と
、
丹
波
篠
山
市

の
曳
山
は
六
二
基
に
及
ぶ
と
い
う
。嵐
瑞
徴
の
『
丹
波
篠
山
の
城
と
城
下
町
』

に
よ
る
と
、
篠
山
城
下
の
鎮
守
、
春
日
神
社
の
祭
礼
に
は
近
世
初
頭
の
寛
文

三
年
（
一
六
九
の
三
笠
山
を
は
じ
め
、
元
禄
三
年
（
一
六
九
〇
）
の
吹
切
山

ま
で
六
基
の
鉾
山
と
い
う
曳
山
が
造
ら
れ
た
。
こ
の
篠
山
城
下
の
曳
山
の
影 



 

響
を
受
け
て
、
村
が
経
済
的
に
力
を
つ
け
る
一
八
世
紀
中
ご
ろ
か
ら
明
治
初

年
に
か
け
て
盆
地
全
体
に
広
が
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
篠
山
城
下
の
鎮
守

春
日
神
社
の
祭
礼
は
、
本
書
で
報
告
し
て
い
る
の
で
参
考
に
し
て
ほ
し
い
。 

 

二 
 

地
区
の
祭
り
・
行
事
の
特
色 

  

兵
庫
県
の
丹
波
地
区
は
山
地
が
七
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
し
め
て
い
る
。
丹
波
篠
山
市

は
、
そ
の
山
間
の
盆
地
に
水
田
が
広
が
り
、
集
落
が
発
達
し
て
い
る
。
丹
波
市
も
山

と
山
に
囲
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
共
通
す
る
が
、
加
古
川
と
由
良
川
流
域
を
通
じ
て
人

と
文
化
の
交
流
が
見
ら
れ
た
。
こ
と
に
、
加
古
川
流
域
を
通
じ
て
、
播
磨
地
方
と
の

つ
な
が
り
が
強
か
っ
た
。 

 

ま
た
、
祭
祀
組
織
で
は
中
世
的
な
宮
座
の
姿
を
残
し
て
い
た
の
は
、
丹
波
篠
山
市

今
田
町
上
小
野
原
住
吉
神
社
で
あ
る
。
南
座
、
中
座
、
北
座
の
組
織
が
あ
っ
た
が
昭

和
二
四
年
に
解
散
し
て
い
る
。
こ
の
神
社
で
も
宮
座
の
こ
と
を
オ
ト
ウ
と
い
っ
て
い

た
。
現
在
で
も
、
丹
波
篠
山
市
宮
前
の
波
々
伯
部
神
社
の
祭
礼
に
は
、
宮
年
寄
と
社

役
人
と
い
う
組
織
が
あ
り
、
お
山
の
設
営
、
神
輿
の
準
備
、
お
山
で
の
人
形
芝
居
な

ど
を
定
め
ら
れ
た
家
の
者
で
行
っ
て
い
る
。
丹
波
市
氷
上
町
三
原
の
内
尾
神
社
に
は
、

宮
座
に
関
す
る
応
永
一
七
年
（
一
四
一
〇
）
か
ら
永
正
一
〇
年
（
一
五
一
三
）
の
頭

帳
が
残
っ
て
い
る
が
、
現
在
宮
座
は
残
っ
て
い
な
い
。
今
回
調
査
を
実
施
し
た
山
南

町
谷
川
の
高
座
神
社
の
祭
礼
は
、
氏
子
一
五
ケ
村
を
ま
と
め
て
八
地
区
に
分
け
、
毎

年
オ
ト
ウ
が
神
社
の
祭
礼
の
準
備
を
し
て
い
る
。
村
が
オ
ト
ウ
を
受
け
る
形
で
あ
る
。 

 

こ
の
ほ
か
、
丹
波
市
春
日
町
多
利
の
阿
陀
岡
神
社
で
は
、
安
産
祈
願
の
八
朔
祭
り

に
高
さ
三
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
大
き
な
三
段
の
松
明
を
た
く
。
本
書
で
報
告
す
る
丹
波

市
市
島
町
尾
の
折
杉
神
社
で
は
カ
ユ
ウ
ラ
は
、
丹
波
地
区
唯
一
の
も
の
で
あ
る
。 

 

ま
た
、
村
で
行
わ
れ
る
行
事
と
し
て
は
、
丹
波
地
域
は
山
林
が
多
い
た
め
、
山
の

神
信
仰
が
広
く
分
布
し
て
い
る
。
ま
た
、
キ
ツ
ネ
ガ
エ
リ
、
キ
ツ
ネ
ガ
リ
と
い
わ
れ

る
一
月
一
五
日
前
後
の
行
事
も
丹
波
篠
山
市
東
部
か
ら
丹
波
市
に
分
布
す
る
が
、
伝

承
地
は
少
な
い
。
こ
の
時
期
に
ハ
ナ
フ
リ
と
よ
ば
れ
る
シ
キ
ビ
や
サ
カ
キ
を
激
し
く

ふ
っ
て
豊
作
を
予
祝
す
る
行
事
が
残
っ
て
い
る
。
秋
の
収
穫
後
の
一
一
月
に
行
わ
れ

る
イ
ノ
コ
も
実
施
す
る
村
の
数
は
減
少
し
た
が
、
よ
く
残
っ
て
い
る
。
本
報
告
書
で

は
丹
波
篠
山
市
味
間
北
を
と
り
あ
げ
た
。 

（
一
）
山
の
神 

 
 
 

山
の
神
は
、
山
を
守
る
と
と
も
に
農
耕
を
つ
か
さ
ど
る
側
面
を
持
っ
て
い 

る
。
山
中
の
岩
場
や
山
麓
の
谷
川
の
脇
に
よ
く
祀
ら
れ
て
い
る
。
丹
波
地
区 

で
は
、
一
月
九
日
に
祀
る
こ
と
が
多
い
が
、
中
に
は
一
一
月
や
一
〇
月
に
祀

る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
山
の
神
の
祭
日
に
は
「
山
の
神
さ
ん
が
木
の
数
を
数
え

て
お
り
、
こ
の
日
に
山
仕
事
を
す
る
と
自
分
も
木
と
し
て
数
え
ら
れ
て
し
ま

う
」
と
い
っ
て
山
に
は
入
ら
な
い
。
ま
た
「
山
の
神
さ
ん
は
器
量
が
悪
い
の

で
、
女
性
が
祭
り
に
参
加
す
る
と
嫉
妬
し
て
祟
る
と
も
い
う
。 

丹
波
篠
山
市
西
野
々
や
安
口
東
で
は
、
山
の
神
は
山
と
里
の
豊
穣
を
守
る 

神
と
い
い
、
一
月
九
日
に
一
二
本
の
ヌ
ル
デ
を
削
り
、
各
月
の
神
さ
ん
が
用 

い
る
箸
を
ス
ダ
レ
状
に
し
て
下
げ
る
。
ま
た
、
一
か
ら
一
二
の
刻
み
目
を
入 

れ
た
短
い
ヌ
ル
デ
の
棒
を
地
面
に
さ
す
。
閏
年
に
は
一
三
本
供
え
る
と
い
う
。 

こ
の
ほ
か
、
牛
の
口
輪
で
あ
る
ク
ツ
ゴ
の
ほ
か
、
イ
ワ
シ
を
入
れ
た
ツ
ト
や 

餅
、
神
酒
を
供
え
る
。
こ
う
し
た
ク
ツ
ゴ
は
、
栗
柄
や
本
郷
で
も
供
え
る
が
、 

イ
ノ
シ
シ
の
口
に
着
け
て
が
農
作
物
を
食
い
荒
ら
さ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め 

と
い
う
。
丹
波
市
春
日
町
鹿
場
で
も
、
山
の
神
の
祭
り
に
参
拝
す
る
時
に
「
山 

の
神
さ
ん
、
猪
追
う
て
下
さ
れ
や
」
と
い
っ
て
い
た
。
獣
害
を
防
ぐ
と
い
う
。 

 
ま
た
、
山
の
神
が
年
を
管
理
す
る
と
い
う
の
は
、
す
で
に
紹
介
し
た
安
口 

東
の
山
の
神
で
も
、
一
二
本
の
ユ
リ
ダ
の
箸
や
一
二
本
の
ケ
ズ
リ
カ
ケ
に
一 

か
ら
一
二
の
削
り
目
を
入
れ
て
い
る
。
閏
年
は
一
三
本
用
い
る
と
い
う
か
ら 



 

そ
の
こ
と
が
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
丹
波
篠
山
市
打
坂
の
山
の
神
は
巨
岩
の 

下
に
祀
ら
れ
て
い
る
が
、
年
を
つ
か
さ
ど
る
と
い
わ
れ
一
二
本
の
御
幣
が
ご 

神
体
で
あ
っ
た
。 

 
 
 

こ
の
ほ
か
、
か
ぎ
形
の
木
に
洗
米
を
半
紙
に
包
ん
で
山
の
神
に
奉
納
す
る 

と
こ
ろ
も
多
い
。
山
仕
事
の
中
で
、
足
を
踏
み
外
し
た
際
に
山
の
神
に
か
ぎ 

形
の
木
で
引
っ
掛
け
て
も
ら
う
と
い
う
話
が
付
随
し
て
い
る
。 

 

（
二
）
キ
ツ
ネ
ガ
エ
リ
・
キ
ツ
ネ
ガ
リ 

 
 
 
 

丹
波
地
域
に
は
、
一
月
一
五
日
前
後
に
キ
ツ
ネ
ガ
エ
リ
、
キ
ツ
ネ
ガ
リ
と

い
う
村
の
子
ど
も
た
ち
で
行
う
行
事
が
残
っ
て
い
る
。
丹
波
篠
山
市
で
は
東

部
の
福
住
地
区
に
多
く
分
布
し
、
福
の
神
、福
入
れ
と
い
う
村
も
見
ら
れ
る
。

丹
波
篠
山
市
東
部
の
キ
ツ
ネ
ガ
エ
リ
は
、
子
ど
も
が
少
な
く
休
止
し
て
い
る

西
野
々
で
は
、
五
色
の
御
幣
を
持
つ
子
ど
も
た
ち
が
太
鼓
を
た
た
き
な
が
ら
、

「
福
の
神
ど
っ
さ
り
、
貧
乏
神
た
た
き
だ
せ
」
と
い
い
な
が
ら
村
の
各
家
を

訪
れ
、
家
の
土
間
に
入
っ
て
、
御
幣
の
切
れ
端
を
置
い
て
い
く
。
訪
れ
た
家

で
は
ご
祝
儀
を
出
す
。
こ
の
地
域
で
は
、
キ
ツ
ネ
は
追
い
払
わ
れ
る
も
の
で

は
な
く
、
福
を
も
た
ら
す
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。 

と
こ
ろ
が
、
丹
波
篠
山
市
の
中
央
部
の
小
枕
で
は
キ
ツ
ネ
ガ
リ
と
呼
称
が

変
わ
り
、
先
に
御
幣
を
つ
け
た
長
い
竹
竿
を
持
っ
て
、
た
け
を
切
っ
て
息
を

吹
き
込
む
笛
を
ブ
オ
ー
と
吹
き
な
が
ら
各
家
を
訪
ね
る
。
そ
の
時
の
歌
は「
我

ら
は
こ
こ
で
何
す
る
ぞ
、
山
の
神
に
雇
わ
れ
て
狐
狩
り
す
る
ぞ
、
狐
何
匹
獲

っ
た
ぞ
、
お
う
ら
ん
さ
か
い
獲
ら
ん
わ
、
狐
の
寿
司
は
七
桶
、
八
桶
、
エ
ン

エ
ン
ブ
ー(

竹
笛
の
音)

、
も
う
一
つ
お
ま
け
に
狩
り
ま
し
よ
う
、
エ
ン
エ
ン

ブ
ー
」
と
明
ら
か
に
キ
ツ
ネ
を
退
治
す
る
歌
詞
に
変
わ
っ
て
い
る
。 

 
 
 
 

丹
波
市
氷
上
町
香
良
で
は
一
月
一
四
日
の
午
後
五
時
ご
ろ
か
ら
、
小
学
生

か
ら
中
学
一
年
生
ま
で
の
男
子
が
鐘
と
太
鼓
を
た
た
き
な
が
ら
「
狐
狩
り
候
、

わ
り
や
よ
ん
べ
何
食
っ
た
、
土
穂
団
子
三
つ
食
た
、ま
ん
だ
あ
と
三
つ
あ
る
、

と
ろ
と
や
か
ま
か
の
飯
米
じ
ゃ
」
と
い
い
な
が
ら
各
家
を
回
る
。 

（
三
）
ハ
ナ
フ
リ 

 
 
 

一
月
に
シ
キ
ミ
や
サ
カ
キ
を
激
し
く
振
っ
て
豊
作
を
祈
願
す
る
ハ
ナ
フ
リ 

は
兵
庫
県
下
で
は
、
神
戸
市
北
部
、
三
田
市
、
東
播
磨
、
そ
し
て
丹
波
地
区 

に
分
布
し
て
い
る
。
丹
波
地
区
で
は
、
丹
波
市
よ
り
も
丹
波
篠
山
市
に
広
く 

分
布
し
て
い
る
。
用
い
る
樹
木
は
、
神
社
の
場
合
は
常
緑
樹
の
サ
カ
キ
、
寺 

院
や
お
堂
の
場
合
は
ハ
ゼ
の
木
に
シ
キ
ミ
を
挿
し
た
も
の
を
用
い
る
こ
と
が 

多
い
が
、
厳
密
に
区
別
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
丹
波
篠
山
市
で
は
旧
今 

田
町
域
に
よ
く
残
っ
て
い
る
。
今
田
町
木
津
の
住
吉
神
社
一
月
二
日
の
正
月 

当
に
、
境
内
の
大
歳
神
社
の
前
で
シ
キ
ビ
振
り
と
弓
引
き
を
す
る
。
シ
キ
ビ 

振
り
は
こ
の
日
に
シ
キ
ミ
と
小
石
を
準
備
し
、
小
石
の
よ
う
に
丸
々
と
し
た 

稲
粒
が
実
る
よ
う
に
祈
願
す
る
も
の
で
あ
る
。
大
歳
神
社
の
前
で
当
番
が「
大 

歳
小
歳
、
寸
の
稲
粒
五
尺
の
穂
垂
れ
、
五
穀
成
就
、
あ
ー
ら
め
で
た
や
よ
い 

よ
い
ば
ー
」
と
い
う
掛
け
声
を
か
け
、
そ
の
あ
と
全
員
で
シ
キ
ミ
を
激
し
く 

振
る
。
こ
の
シ
キ
ビ
振
り
が
終
わ
る
と
、
境
内
に
立
て
た
鹿
と
猪
を
描
い
た 

的
に
向
か
っ
て
弓
を
射
る
。
木
津
に
近
い
、
今
田
町
下
小
野
原
に
は
一
月
九 

日
に
公
民
館
で
オ
ト
ウ
が
あ
る
。
こ
の
公
民
館
が
も
と
地
蔵
堂
で
あ
っ
た
こ 

と
か
ら
堂
の
ト
ウ
と
も
い
う
。
オ
ト
ウ
に
は
地
蔵
菩
薩
の
板
仏
を
お
祭
り
し
、 

そ
の
前
に
フ
シ
ノ
キ(

ヌ
ル
デ)

で
つ
く
っ
た
牛
王
杖
と
牛
王
宝
印
を
置
く
。 

参
拝
者
の
村
人
は
各
自
フ
シ
ノ
キ
の
先
を
三
方
に
割
、
そ
こ
に
二
つ
折
り
の 

半
紙
を
挟
む
。
そ
の
中
央
に
半
紙
の
小
片
を
つ
け
た
シ
キ
ミ
を
稲
穂
に
見
立 

て
て
差
し
込
み
牛
王
杖
を
つ
く
る
。
準
備
が
で
き
る
と
、
和
田
寺
の
住
職
が 

「
練
修
奉
る
牛
王
宝
印
、
あ
あ
時
に
令
和
二
年
庚
子
の
年
、
歳
月
算
は
十
月 

に
余
る
二
ケ
月
、
神
の
位
、
凡
そ
日
の
数
三
百
六
十
五
日
吉
祥
日
晨
を
選
び
、 



 

山
陰
丹
波
国
多
紀
郡
今
田
町
下
小
野
原
公
民
館
地
蔵
尊
前
に
お
い
て
、
祈
願 

の
趣
旨
は
、
一
に
五
穀
成
就
、
二
に
商
売
繁
盛
、
三
に
村
内
家
業
繁
栄
、
七 

珍
万
宝
富
栄
、
如
意
宝
珠
授
け
、
や
ん
な
ん
永
栄
わ
、
南
無
最
上
仏
面
除
災 

余
楽
」
と
唱
え
る
と
、
一
同
左
手
で
牛
王
杖
を
激
し
く
振
り
、
右
手
の
バ
チ 

で
机
を
打
つ
。
丹
波
篠
山
市
不
来
坂
の
ハ
ナ
フ
リ
は
元
旦
に
行
わ
れ
る
。
元 

旦
に
村
の
も
の
が
氏
神
に
そ
ろ
う
と
、
ハ
ナ
オ
ヤ
が
準
備
し
た
サ
カ
キ
三
本 

を
束
に
し
た
も
の
を
各
自
が
両
手
に
持
ち
、
ハ
ナ
オ
ヤ
の
「
オ
オ
ト
シ
、
コ 

オ
ト
シ
、
こ
う
が
い
よ
し
、
三
年
三
月
九
〇
日
」
の
言
葉
で
一
同
花
を
振
り 

な
が
ら
ワ
ー
と
声
を
上
げ
る
。
ハ
ナ
オ
ヤ
が
再
度
「
も
う
一
声
、
お
笑
い
申 

そ
う
」
と
い
う
と
、
一
同
で
大
笑
い
を
三
度
ほ
ど
繰
り
返
す
。
こ
の
ほ
か
、 

丹
波
篠
山
市
上
板
井
や
小
坂
に
も
ハ
ナ
フ
リ
が
あ
る
。
丹
波
市
で
は
丹
波
市 

氷
上
町
小
野
の
春
日
神
社
で
も
元
旦
に
し
て
い
る
。 

（
四
）
川
裾
祭
り 

 
 
 

川
裾
祭
り
は
播
磨
北
部
か
ら
但
馬
、
丹
波
市
に
分
布
し
て
い
る
。
丹
波
市 

で
は
、
八
月
三
日
に
行
わ
れ
る
、
丹
波
市
氷
上
郡
本
郷
の
川
裾
祭
り
が
よ
く 

知
ら
れ
て
い
る
。
佐
治
川
に
橋
を
か
け
て
そ
の
先
に
川
裾
大
明
神
を
祀
っ
て 

い
た
が
、
平
成
二
九
年
か
ら
高
齢
化
に
よ
る
事
故
防
止
の
た
め
、
堤
防
上
で 

祀
る
よ
う
に
な
っ
た
。
女
性
の
下
の
病
気
に
効
果
が
あ
る
、
罪
や
ケ
ガ
レ
を 

流
す
と
も
い
う
が
、現
在
は
水
神
祭
り
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。丹
波
市
に
は
、 

山
南
町
谷
川
、
梶
、
井
原
、
氷
上
町
成
松
、
石
生
、
朝
阪
、
絹
山
で
行
わ
れ 

て
い
た
が
、
現
在
で
は
廃
絶
し
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。 

（
五)

亥
の
子 

 
 
 

稲
刈
り
が
一
段
落
し
た
一
一
月
の
亥
の
日
に
は
、
亥
の
子
の
行
事
が
行
わ 

れ
る
。
月
の
う
ち
に
二
回
亥
の
日
が
あ
る
と
初
め
の
亥
の
日
、
三
回
あ
る
と 

中
の
亥
の
日
に
行
う
こ
と
が
多
い
。
勤
労
感
謝
の
日
に
行
う
村
も
見
ら
れ
る
。 

丹
波
篠
山
市
草
ノ
上
で
は
、
豊
作
を
祝
う
子
供
の
行
事
と
し
て
毎
年
一
一
月 

の
最
初
の｢

亥｣

の
日
に
行
っ
て
い
る
。
猪
の
よ
う
に
多
く
の
子
ど
も
が
生
ま 

れ
る
子
孫
繁
栄
と
豊
作
を
祝
う
行
事
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
日
は
、
村 

の
小
学
生
が
、
各
家
の
玄
関
先
で
イ
ノ
コ
の
歌
を
歌
い
な
が
ら
、
稲
藁
で
作 

っ
た
イ
ノ
コ
と
い
う
棒
で
玄
関
先
の
土
間
を
叩
き
豊
作
を
祝
う
。
参
加
者
は 

長
男
に
限
ら
れ
て
い
た
が
、
現
在
で
は
男
女
と
も
に
参
加
し
て
い
る
。 

 
 

 

丹
波
篠
山
市
一
印
谷
で
は
、
玄
関
先
で
「
亥
の
子
の
餅
つ
く
杵
の
音
、
こ 

 

れ
の(

そ
の
家
の
末
っ
子
の
名
前)

祝
い
ま
し
ょ
う
、
千
石
俵
で
祝
い
ま
し
ょ 

う
、
隣
で
餅
つ
く
杵
の
音
、
耳
は
い
っ
て
も
口
ゃ
い
ら
ん
、
千
石
俵
で
い
わ 

い
ま
し
ょ
う
、
も
一
つ
ま
け
て
祝
い
ま
し
ょ
う
、
ま
け
と
け
、
ま
け
と
け
」 

と
歌
い
な
が
ら
、
新
し
い
藁
を
束
に
し
て
固
く
巻
い
た
オ
ノ
ゴ
を
打
ち
つ
け

る
。 

 
 

 

丹
波
篠
山
市
栗
栖
野
で
も
、
新
藁
で
作
っ
た
棒
を
玄
関
先
で
打
つ
が
、
そ 

の
時
の
歌
は｢

い
の
こ
の
餅
搗
い
わ
い
ま
し
ょ
一
に
俵
踏
ま
い
て
、
二
で
に
っ 

こ
り
笑
っ
て
、
三
で
酒
造
っ
て
、
四
で
世
の
中
良
い
様
に
、
五
つ
い
つ
も
の 

公
徳
に
、
六
つ
無
理
に
息
災
に
、
七
つ
何
事
な
い
様
に
、
八
つ
屋
敷
拡
げ
て
、 

九
つ
二
つ
で
蔵
建
て
て
、
一
〇
で
ど
っ
さ
り
納
め
た 

踊
り
の
餅
つ
き
杵
の
音
、 

耳
に
入
っ
て
も
、
口
に
入
ら
ん
、
も
う
一
つ
お
ま
け
、
も
う
一
つ
お
ま
け｣ 

と
い
う
数
え
歌
を
歌
う
。 

本
報
告
書
で
は
丹
波
篠
山
市
味
間
北
の
事
例
を
あ 

げ
て
い
る
。 

 
（
六
）
オ
ト
ウ 

オ
ト
ウ
の
名
称
は
、
丹
波
地
域
で
は
お
頭
、
お
当
、
お
祷
、
講
当
な
ど
と 

 
書
く
。
丹
波
地
域
の
祭
礼
は
、
オ
ト
ウ
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
る
と
い
っ 

て
も
過
言
で
は
な
い
。
丹
波
市
柏
原
町
鴨
野
の
加
茂
神
社
の
宮
の
当
は
、
花

講
、
御
花
講
な
ど
と
よ
び
、
男
子
が
生
ま
れ
る
と
入
衆
と
い
っ
て
講
に
入
っ
て



 

い
た
。
宮
当
番
は
五
人
一
組
で
行
う
が
、
氏
子
各
戸
が
宮
の
当
の
構
成
員
で
、

氏
子
で
構
成
さ
れ
た
講
で
あ
る
。
講
と
い
う
用
語
の
裏
に
、
氏
神
を
信
仰
す
る

者
の
組
織
と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
オ
ト
ウ
を
特
別
な
呼
称
で
お

こ
な
う
の
は
、
丹
波
篠
山
市
東
本
荘
に
も
あ
る
。 

東
本
荘
と
西
本
荘
は
春
日
神
社
を
氏
神
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
村
で
当
人
を
定 

め
、
大
き
な
オ
ハ
ケ
と
神
饌
を
納
め
て
い
る
．
こ
の
オ
ト
ウ
を
両
村
で
は
「
ふ 

し
ょ
う
の
当
」
と
よ
ん
で
い
た
。
い
わ
ゆ
る
オ
ト
ウ
の
当
番
の
こ
と
だ
が
、
こ 

こ
で
は
任
意
の
加
盟
で
あ
り
、
氏
子
全
員
が
参
加
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。 

丹
波
篠
山
市
草
ノ
上
の
オ
ト
ウ
は
、
三
月
の
第
一
日
曜
か
祭
日
に
行
う
。
集 

落
内
で
一
人
前
に
な
っ
た
証
と
し
て｢
オ
ト
ウ｣

を
受
け
る
習
わ
し
が
あ
る
。
結 

婚
を
し
た
者
を
披
露
す
る
儀
式
で
あ
っ
た
。
昔
は
、
嫁
も
出
席
し
て
挨
拶
を
し 

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
現
在
は
公
民
館
で
す
る
が
、
元
は
各
家
持
ち
回
り
で
開 

催
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
当
番
に
な
っ
た
家
は
こ
の
機
会
に
家
の
改
修
を
行 

つ
た
。
参
加
者
も
戸
主
の
み
の
参
加
か
ら
集
落
全
員
が
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ 

た
。
当
番
に
当
た
っ
た
者
は
、
米
一
石
相
当
の
金
額
で
賄
い
を
す
る
伝
統
が
今

も
続
い
て
い
る
。
近
年
、
各
戸
一
人
の
参
加
と
す
る
よ
う
に
な
つ
た
。 

 
 
 

丹
波
篠
山
市
前
沢
田
の
八
幡
神
社
で
行
わ
れ
る
「
ハ
モ
祭
り
」
は
、
大
蛇
に

見
立
て
た
大
き
な
ハ
モ
を
切
る
。
柳
田
國
男
の
『
日
本
の
祭
』
に
紹
介
さ
れ
た

こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
る
。 

 

三 
 

そ
の
他
特
記
事
項 

  
 

今
回
の
報
告
書
に
掲
載
し
た
も
の
の
ほ
か
に
、
特
色
あ
る
祭
礼
・
行
事
を
ま
と 

め
て
お
く
。 

（
一
）
特
殊
神
饌 

神
社
の
献
饌
は
、
お
神
酒
、
洗
米
、
餅
の
ほ
か
、
海
の
物
、
山
の
物
、
里 

の
物
を
供
え
る
と
こ
ろ
が
多
い
が
、
神
社
に
よ
っ
て
は
神
社
独
特
の
神
饌
を 

供
え
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
丹
波
篠
山
市
寺
内
の
大
売
神
社
で
は
折
敷
に
シ
イ

ラ
の
切
り
身
を
積
み
上
げ
た
シ
イ
ラ
の
御
供
と
、
そ
の
前
に
鏡
餅
と
ナ
ス
ビ

の
台
に
エ
ビ
を
刺
し
た
竹
の
棒
を
何
本
も
立
て
て
供
え
る
。 

八
月
六
日
の
丹
波
篠
山
市
油
井
大
歳
神
社
の
馬
場
揃
え
で
は
、
神
社
の
清 

掃
を
す
る
四
村
の
輪
番
町
の
引
き
継
ぎ
が
な
さ
れ
る
。
そ
の
時
に
舞
堂
で
行 

う
料
理
が
、
キ
リ
の
葉
の
上
に
ズ
イ
キ
イ
モ
の
茎
の
味
噌
和
え
、
サ
ヤ
イ 

ン
ゲ
ン
の
味
噌
和
え
、
メ
イ
、
酢
醤
油
に
つ
け
た
大
根
、
ナ
ス
の
お
浸
し
、 

ソ
バ
の
芽
の
お
浸
し
、
白
瓜
の
朝
漬
け
な
ど
七
品
が
出
さ
れ
る
。 

丹
波
篠
山
市
西
岡
屋
の
諏
訪
神
社
で
は
、
九
月
五
日
の
祭
礼
に
東
岡
屋
の 

ト
ウ
ヤ
が
雑
魚
ず
し
、
西
岡
屋
の
ト
ウ
ヤ
が
ど
じ
ょ
う
ず
し
を
つ
く
っ
て
神 

饌
に
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
桶
の
中
に
ご
飯
を
敷
き
、
ド
ジ
ョ
ウ
を
置
い
て 

塩
と
ヤ
ナ
ギ
タ
デ
を
の
せ
、
同
様
の
手
順
で
三
な
い
し
四
段
に
つ
け
た
上
に 

重
石
を
置
い
て
一
ケ
月
漬
け
る
。
い
わ
ゆ
る
、
ナ
マ
ナ
レ
ズ
シ
で
あ
る
。
こ 

の
す
し
は
長
ら
く
途
絶
え
て
い
た
が
、
近
年
復
活
さ
れ
て
い
る
。 

こ
の
ほ
か
に
も
、
丹
波
市
柏
原
の
八
幡
神
社
境
内
の
厄
除
け
神
社
で
は
、

毎
年
二
月
一
七
日
・
一
八
日
に
厄
除
け
大
祭
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
八

日
の
〇
時
に
、
神
社
横
の
青
山
祭
壇
に
厄
神
を
招
い
て
祭
る
青
山
祭
壇
の
儀

が
あ
る
。
こ
の
時
の
神
饌
の
中
に
は
祭
神
の
好
物
と
い
う
赤
色
の
ト
ウ
ガ
ラ

シ
や
ア
ズ
キ
、
黄
色
の
ク
チ
ナ
シ
や
タ
チ
バ
ナ
の
実
が
あ
る
。 

各
村
の
コ
ウ
ト
ウ
と
い
う
ト
ウ
ヤ
儀
礼
で
は
独
特
の
神
饌
や
料
理
が
あ
っ

た
が
、
近
年
急
速
に
失
わ
れ
て
い
る
。 

 

（
二
）
鬼
追
い 

丹
波
市
山
南
町
谷
川
の
常
勝
寺
で
は
、
毎
年
二
月
一
一
日
に
「
鬼
こ
そ
」 

よ
ば
れ
る
行
事
が
行
わ
れ
る
。
本
来
は
一
月
一
二
日
の
修
正
会
に
行
わ
れ
て 



 

い
た
。
こ
の
行
事
は
、
摂
津
・
播
磨
に
分
布
す
る
鬼
追
い
と
よ
ば
れ
る
行
事 

の
北
限
に
当
た
る
。
こ
の
行
事
は
、
寺
を
開
い
た
法
道
仙
人
が
、
鬼
を
教
化

し
た
伝
承
を
も
ち
、
法
道
仙
人
役
の
少
年
に
従
っ
て
四
鬼
が
登
場
す
る
。
詳

細
は
、
報
告
書
を
参
考
に
し
て
も
ら
い
た
い
。
丹
波
篠
山
市
に
は
、
こ
の
よ

う
な
鬼
の
登
場
す
る
修
正
会
は
な
い
が
、
貞
享
四
年(

一
六
八
七)

に
篠
山
藩

が
編
纂
し
た
『
篠
山
藩
領
地
志
』
巻
三
小
野
原
の
「
和
田
寺
」
の
項
に
は
、

和
田
寺
で
「
正
月
五
日
、
国
家
安
泰
、
五
穀
成
熱
祈
願
を
為
し
て
、
鬼
面
を

懸
け
て
躍
る
、
之
を
鬼
の
躍
り
と
い
う
也
、
往
世
よ
り
伝
え
来
て
寺
中
に
鬼

面
八
箇
有
り
」
と
あ
る
。
正
徳
六
年(

一
七
一
六)

編
纂
さ
れ
た
『
篠
山
封
彊

志
』
や
寛
政
六
年(

一
七
九
四)

の
『
丹
波
志
』
に
も
同
様
の
記
載
が
あ
る
。 

 

（
三
）
勧
請
縄 

 
 
 
 

今
回
の
調
査
で
、
渡
部
典
子
氏
が
丹
波
市
山
南
町
応
地
の
蛇
な
い
の
調
査 

を
実
施
し
た
。
こ
の
行
事
は
、
元
は
一
月
九
日
に
行
わ
れ
て
い
た
が
、
現
在 

は
毎
年
一
月
一
五
日
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
行
事
の
由
来
は
、
昔
、
急
な
大 

雨
で
佐
治
川
の
対
岸
に
取
り
残
さ
れ
た
子
ど
も
た
ち
を
、
大
き
な
蛇
が
橋
代 

わ
り
に
な
り
、
助
け
て
く
れ
た
。
こ
の
こ
と
を
感
謝
し
、
川
の
ほ
と
り
の
松 

二
本
に
藁
で
作
っ
た
ヘ
ビ
を
懸
け
る
こ
と
に
は
じ
ま
る
と
い
う
。
一
月
一
五 

日
は
、
早
朝
か
ら
薬
師
堂
に
集
ま
り
、
古
い
藁
の
ヘ
ビ
を
燃
や
し
た
あ
と
、 

新
し
い
藁
で
ヘ
ビ
を
編
み
上
げ
る
。
ヘ
ビ
が
完
成
す
る
と
、
薬
師
堂
の
近
く 

に
と
ぐ
ろ
を
巻
か
せ
て
お
酒
を
飲
ま
す
。
伊
勢
講
の
代
表
者
を
先
頭
に
大
歳 

神
社
の
本
殿
に
参
拝
し
た
後
、
左
回
り
に
一
周
し
、
一
段
下
の
境
内
で
右
回 

り
に
何
度
も
回
す
。
そ
の
あ
と
、
村
の
三
四
軒
を
回
る
。
そ
の
途
中
、
四
つ 

辻
で
ヘ
ビ
を
暴
れ
さ
せ
、
佐
治
川
の
支
流
で
水
を
飲
ま
せ
る
。
ヘ
ビ
を
迎
え 

た
家
で
は
、
ご
祝
儀
や
お
酒
を
渡
す
。
村
を
回
り
終
わ
る
と
、
昭
和
四
六
年 

か
ら
、
大
歳
神
社
参
道
の
松
に
ヘ
ビ
を
懸
け
て
い
る
。 

 
 
 
 

以
上
、
丹
波
地
区
の
特
色
を
述
べ
た
が
、
オ
ト
ウ
や
山
の
神
の
祭
礼
、
亥 

の
子
行
事
が
両
地
域
全
般
に
分
布
す
る
の
に
対
し
、
曳
山
や
舁
く
屋
台
は
丹

波
篠
山
市
、
丹
波
市
に
は
大
き
な
差
異
が
見
ら
れ
る
。 

 
 
 
 

ま
た
、
キ
ツ
ネ
ガ
エ
リ
や
ハ
ナ
フ
リ
は
兵
庫
県
、
大
阪
府
の
北
摂
か
ら
京 

都
府
丹
波
東
部
に
も
分
布
し
て
い
る
が
、
丹
波
市
に
は
少
な
い
。
逆
に
加
古 

川
流
域
か
ら
但
馬
地
方
に
多
い
川
裾
祭
り
は
多
紀
郡
に
は
見
ら
れ
な
い
な
ど
、 

そ
の
際
に
つ
い
て
の
県
域
を
越
え
た
考
察
も
必
要
に
な
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



折
杉
神
社
の
粥
占 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

渡
部 

典
子 

 
 

一 

折
杉
神
社
の
粥
占 

 

折
杉
神
社
の
粥
占
は
、
昭
和
五
四
年
（
一
九
七
九
）
に
市
島
町
民
俗
文
化
財
に
指

定
さ
れ
て
い
る
行
事
で
あ
り
、
管
試
神
事
、
筒
粥
祭
と
も
称
さ
れ
て
い
る
。 

 

折
杉
神
社
は
丹
波
市
市
島
町
徳
尾
の
産
土
神
で
あ
り
、
徳
尾
に
は
谷
上
・
大
杉
・

徳
尾
の
三
集
落
が
あ
る
。
そ
し
て
、「
丹
波
志
」
で
は
折
杉
神
社
の
由
緒
を
次
の
よ
う

に
記
し
て
い
る
。 

由
緒
ハ
古
当
谷
ニ
人
家
無
之
時
今
ノ
吉
見
ノ
庄
岡
村
ヨ
リ
狩
人
犬
ヲ
連
雪
中
ニ

来
リ 

此
所
ニ
徘
徊
ヲ
シ
今
ノ
社
地
ノ
所
ニ
雪
少
シ
モ
不
積
其
時
彼
ノ
犬
所
ニ

至
リ
居
リ
テ
急
ニ
尾
頭
ヲ
振
リ
鳴
テ
何
ノ
心
モ
不
付
連
帰
ル
是
木
村
ニ
旅
僧
有

泊
リ
着
物
語
セ
シ
ニ
此
近
所
ニ
不
審
ナ
ル
事
ハ
無
之
哉
ト
云
彼
猟
師
右
ノ
事
ヲ

物
語
ス
聖
リ
夫
ヨ
不
思
議
ナ
ル
事
之
狩
人
案
内
シ
玉
ハ
レ
リ
云
狩
人
曰
此
犬
コ

ソ
能
知
リ
テ
候
連
ラ
レ
候
コ
ト
云
随
之
犬
ヲ
連
テ
彼
山
ニ
入
其
所
ニ
至
レ
ハ
右

ノ
如
シ
聖
奇
異
ノ
事
ニ
思
ヒ
此
所
ニ
神
ハ
座
ス
ヤ
ト
杉
ヲ
折
ヲ
逆
ニ
指
シ
此
杉

生
木
セ
ハ
此
所
ニ
社
ヲ
立
神
ヲ
勧
請
ス
ヘ
シ
ト
誓
テ
差
置
ケ
ル
ニ
程
ナ
ク
杉
生

木
セ
シ
カ
ハ
神
ト
祭
ル
如
斯
ナ
リ
ト
云 

す
な
わ
ち
、
吉
見
の
庄
岡
村
の
狩
人
が
犬
を
連
れ
て
き
た
と
こ
ろ
、
現
在
の
社
地

で
雪
が
少
し
も
積
も
っ
て
い
な
い
場
所
を
見
つ
け
た
。
そ
こ
に
犬
が
行
く
と
尾
、
頭

を
振
っ
て
鳴
き
出
し
た
。
こ
の
こ
と
を
狩
人
が
旅
僧
（
聖
）
に
伝
え
、
そ
の
場
所
に

案
内
を
し
た
。
旅
僧
（
聖
）
は
そ
の
地
に
杉
を
折
っ
て
逆
さ
に
挿
し
、
木
が
生
え
て

根
付
い
た
と
こ
ろ
に
神
を
祀
っ
た
と
い
う
。 

ま
た
、
神
社
に
は
旅
僧
（
聖
）
を
蔵
王
権
現
と
し
て
小
宮
（
聖
神
社
）
に
、
道
案

内
を
し
た
犬
（
犬
塚
に
）
と
と
も
に
祀
っ
た
と
あ
る
。
さ
ら
に
、
今
の
社
は
正
和
五

年
（
一
三
一
六
）
の
創
建
で
あ
り
、
祭
神
は
蔵
王
権
現
と
あ
る
が
、
現
在
の
祭
神
は

伊
邪
那
岐
命
・
伊
邪
那
美
命
で
あ
る 

 

二 

特
色 

 

粥
占
は
、
粥
を
用
い
て
そ
の
年
の
農
作
物
の
豊
凶
を
占
う
年
占
の
一
種
で
あ
る
。

ま
た
、
年
占
に
は
農
作
物
と
密
接
に
関
係
す
る
天
候
を
占
う
も
の
も
あ
り
、
折
杉
神

社
で
は
、
農
作
物
の
豊
凶
と
天
候
を
占
う
二
つ
の
年
占
が
行
わ
れ
て
い
る
。 

 

（
一
）
粥
占 

 

粥
占
は
、
篠
竹
に
入
る
粥
の
量
に
よ
っ
て
農
作
物
の
豊
凶
を
占
う
も
の
で
あ
る
。

長
さ
二
〇
㎝
に
切
り
そ
ろ
え
ら
れ
た
篠
竹
一
三
本
用
意
し
、
竹
筒
の
中
に
入
っ
た
米

の
数
量
で
作
物
の
豊
凶
を
判
定
す
る
。竹
筒
は
番
号
ご
と
に
作
物
が
決
ま
っ
て
お
り
、

①
早
稲
、
②
中
稲
、
③
晩
稲
、
④
大
麦
、
⑤
小
麦
、
⑥
大
豆
、
⑦
小
豆
、
⑧
柿
、
⑨

栗
、
⑩
ぶ
ど
う
、
⑪
ト
マ
ト
、
⑫
な
す
、
⑬
野
菜
で
あ
る
。
判
定
は
、
上
上
、
上
、

中
、
下
、
下
下
の
五
段
階
が
基
準
で
あ
る
。 

 

神
社
が
保
管
し
て
い
る
「
二
月
節
分
夜
神
事 

管
試
表
綴 

折
杉
神
社
」
と
題
さ

れ
た
紐
綴
じ
フ
ァ
イ
ル
に
は
、
昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）
か
ら
平
成
三
〇
年
（
二
〇

一
八
）
ま
で
の
計
九
二
年
の
う
ち
八
〇
年
分
の
管
試
表
が
収
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ

に
よ
る
と
昭
和
六
三
年
（
一
九
八
八
）
に
綿
、
蕎
麦
、
春
蚕
、
夏
蚕
、
秋
蚕
に
変
わ

っ
て
柿
、
栗
、
ぶ
ど
う
、
ト
マ
ト
、
な
す
、
野
菜
と
い
う
作
物
が
加
わ
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
。 

 
（
二
）
樫
木
コ
マ
用
い
た
占
い 

樫
の
木
の
コ
マ
の
焼
け
具
合
に
よ
っ
て
年
間
の
天
候
を
占
う
も
の
で
あ
る
。
一
辺

三
㎝
の
立
方
体
の
樫
の
木
を
一
二
個
（
閏
年
は
一
三
個
）
用
意
し
、
一
番
よ
く
燃
え

た
コ
マ
を
基
準
に
判
定
を
す
る
。
よ
く
焼
け
て
も
の
が
テ
ル
＝
晴
れ
、
焼
け
て
い
な

い
も
の
が
フ
ル
＝
雨
、
半
々
の
も
の
は
＝
曇
り
と
い
う
判
定
に
な
る
。 



 
三 
実
施
期
間
・
実
施
場
所 

 

現
在
、
二
月
三
日
の
節
分
の
日
に
折
杉
神
社
境
内
で
実
施
さ
れ
て
い
る
。
実
施
日

で
あ
る
が
、
古
来
旧
暦
一
月
一
四
日
の
夜
に
行
わ
れ
、
氏
子
中
の
一
二
歳
以
下
の
少

女
十
二
名
を
選
ん
で
七
日
間
斎
戒
沐
浴
を
さ
せ
神
事
を
執
り
行
わ
せ
た
と
伝
え
て
い

る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
い
つ
、
ど
の
よ
う
に
二
月
三
日
に
移
行
し
た
の
か
は
不
明
で

あ
る
。 

 

四 

組
織 

 

（
一
）
氏
子
総
代
・
区
長 

折
杉
神
社
の
氏
子
は
上
鴨
坂
・
下
鴨
坂
・
徳
尾
の
三
ケ
村
で
あ
り
、
氏
子
総
代
が

一
村
か
ら
一
名
ず
つ
選
出
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
区
長
は
、
上
鴨
坂
を
上
鴨
坂
、
尾
端

に
分
け
た
二
区
と
下
鴨
坂
の
一
区
、
徳
尾
を
徳
尾
・
大
杉
・
谷
上
に
分
け
た
三
区
、

合
計
六
区
か
ら
一
名
ず
つ
選
出
さ
れ
る
。 

 

（
二
）
当
番 

 

当
番
は
、
徳
尾
、
大
杉
、
谷
上
、
上
鴨
坂
、
尾
端
、
下
鴨
坂
の
合
計
六
区
が
輪
番

で
務
め
る
。
そ
の
順
番
は
①
下
鴨
坂
、
②
尾
端
、
③
上
鴨
坂
、
④
徳
尾
、
⑤
大
杉
、

⑥
谷
上
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
一
五
名
ず
つ
が
当
番
を
務
め
る
。
例
え
ば
、
二
〇

一
九
年
の
当
番
で
あ
る
上
鴨
坂
は
三
八
戸
あ
る
。
そ
の
た
め
、
一
年
目
に
一
五
名
、

二
年
目
に
一
五
名
、
そ
し
て
、
三
年
目
に
は
上
鴨
坂
の
八
名
と
徳
尾
の
七
名
、
計
一

五
名
が
当
番
を
務
め
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
当
番
の
中
か
ら
当
番
長
が
選
出
さ
れ

る
。 ま

た
、
久
下
隆
史
が
翻
刻
紹
介
し
て
い
る
昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）
に
記
さ
れ
た

「
折
杉
神
社
諸
祭
典
行
事
當
番
規
程
」
に
は
、
祭
礼
を
は
じ
め
、
当
番
の
仕
事
に
至

る
ま
で
の
覚
え
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
中
で
先
に
記
し
た
粥
占
の
当
番
に
つ
い
て

三
集
落
が
一
五
名
ず
つ
輪
番
で
当
番
を
務
め
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
約
九
〇

年
を
経
て
も
同
じ
形
式
で
続
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

五 

粥
占
行
事
の
内
容 

 

（
一
）
準
備
物 

①
篠
竹
・
笹
付
の
竹 
 

神
社
本
殿
横
と
社
務
所
横
に
忌
竹
を
つ
く
る
た
め
の
笹
付
の
竹
八
本
と
、
粥
占
で

用
い
る
篠
竹
が
必
要
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
最
近
は
竹
が
見
つ
か
り
に
く
く
な
っ
て

い
る
た
め
、
当
番
長
は
事
前
に
生
え
て
い
る
場
所
を
探
し
、
前
日
に
伐
り
出
す
。
そ

し
て
、
篠
竹
は
、
竹
を
長
さ
二
〇
㎝
に
切
り
そ
ろ
え
た
も
の
を
一
三
本
用
意
し
、
一

か
ら
十
三
本
の
横
線
の
切
れ
目
を
入
れ
る
こ
と
で
番
号
付
を
す
る
。 

「
折
杉
神
社
諸
祭
典
行
事
當
番
規
程
」
で
は
、「
コ
レ
ハ
穀
類
養
蚕
等
ノ
豊
凶
ヲ
筮

ヒ
定
ム
ル
ニ
必
要
な
ナ
ル
神
材
ナ
リ
竹
ノ
長
サ
ハ
約
六
寸
ヅ
ツ
位
ニ
切
リ
穴
ノ
大
キ

サ
ハ
粥
粒
が
自
由
ニ
入
リ
得
ル
程
度
ノ
モ
ノ
ヲ
用
フ
ベ
キ
ナ
リ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。 

 

②
樫
の
木
の
コ
マ 

 

樫
の
コ
マ
は
一
辺
三
㎝
の
立
方
体
で
あ
り
、
こ
れ
を
一
二
個
（
閏
年
は
一
三
個
）

用
意
す
る
。「
折
杉
神
社
諸
祭
典
行
事
當
番
規
程
」
で
は
「
毎
月
天
候
ノ
晴
雨
を
卜
ニ

定
ム
ル
ニ
用
フ
ル
神
材
」
と
あ
り
、
献
納
す
る
人
物
が
決
ま
っ
て
い
る
と
あ
る
。
現

在
で
も
樫
の
木
を
入
手
で
き
る
人
が
お
り
、
そ
の
方
に
準
備
を
任
せ
て
い
る
。 

（
二
）
準
備 

当
日
の
一
三
時
か
ら
当
番
一
五
名
が
集
り
、
境
内
の
掃
除
を
行
う
。
本
殿
横
と
社

務
所
前
に
忌
竹
を
一
つ
ず
つ
く
る
。
そ
し
て
、
社
務
所
前
に
設
け
ら
れ
た
竹
に
よ
る

に
は
篝
火
が
で
き
る
よ
う
に
木
材
を
四
角
に
組
み
合
わ
せ
た
も
の
配
置
す
る
。 

（
三
）
神
事 

平
成
三
一
年
（
二
〇
一
九
）
は
禰
宜
（
宮
司
の
代
行
）
、
神
社
総
代
、
区
長
に
よ
っ



て
執
行
さ
れ
た
。
神
社
総
代
以
下
は
全
員
簡
易
の
小
忌
衣
を
着
用
し
、
次
第
は
以
下

の
と
お
り
で
あ
る
。 

一
、
手
水
の
儀 

 

一
、
修
祓 

 

一
、
宮
司
一
拝 

 

一
、
開
扉 

 

一
、
献
饌 

 

一
、
祝
詞
奏
上 

 

一
、
採
火
の
儀 

 

一
、
玉
串
拝
礼 

 

一
、
撤
饌 

 

一
、
閉
扉 

 

一
、
宮
司
一
拝 

 

神
社
総
代
以
下
が
順
に
手
水
を
行
っ
た
後
、
禰
宜
が
本
殿
横
の
忌
竹
に
入
り
、
玉

串
を
と
り
本
殿
横
に
置
い
た
供
物
、
篝
火
を
修
祓
す
る
。
そ
し
て
、
禰
宜
が
本
殿
前

で
一
拝
し
、
開
扉
を
行
う
。
総
代
三
名
が
本
神
饌
を
禰
宜
に
渡
し
、
献
饌
す
る
。
さ

ら
に
禰
宜
の
祝
詞
奏
上
の
後
、
当
番
長
だ
け
が
三
宝
に
載
せ
た
火
打
石
・
火
打
ち
金

を
持
っ
て
篝
火
に
移
動
し
、
火
打
ち
石
で
火
を
点
け
る
。
そ
し
て
、
本
殿
前
で
禰
宜
、

神
社
総
代
が
二
礼
二
拝
し
、
禰
宜
が
撤
饌
、
閉
扉
、
一
拝
し
神
事
が
終
了
す
る
。
こ

の
後
、
禰
宜
以
外
が
篝
火
前
に
移
動
し
、
占
い
が
行
わ
れ
る
。 

 

六 

占
い
の
所
作 

当
番
四
名
が
簡
易
の
羽
織
（
袖
付
）
を
着
用
し
て
行
う
。 

ま
ず
、
水
を
入
れ
た
鍋
を
五
徳
の
上
に
置
く
。
丸
い
五
徳
の
下
に
篝
火
か
ら
燃
え

た
薪
（
燠
）
を
取
り
出
し
て
敷
い
て
火
力
と
す
る
。
米
三
合
を
入
れ
た
鍋
に
蓋
を
し

て
五
分
ほ
ど
し
た
あ
と
、
篠
竹
一
三
本
を
入

れ
る
。
鍋
の
中
に
は
あ
ら
か
じ
め
丸
い
金
網

が
入
っ
て
お
り
、
こ
の
上
に
竹
を
入
れ
る
。

そ
し
て
、
五
徳
の
下
の
火
を
加
減
し
な
が
ら

粥
を
煮
て
い
く
。
竹
を
入
れ
て
三
〇
分
後
に

鍋
か
ら
篠
竹
を
取
り
出
す
。
米
が
こ
ぼ
れ
な

い
よ
う
に
金
網
ご
と
鍋
か
ら
上
げ
、
木
の
台

の
上
に
置
く
。
こ
の
と
き
竹
に
入
れ
ら
れ
た

横
筋
の
番
号
と
木
の
台
に
書
か
れ
た
番
号
を

あ
わ
せ
る
。
そ
し
て
、
な
た
で
竹
の
先
に
切

り
込
み
を
入
れ
て
、
中
の
粥
を
こ
ぼ
さ
な
い
よ
う
に
竹
を
割
る
。 

当
番
長
が
中
心
と
な
り
、
一
番
多
く
米
が
入
っ
て
い
る
竹
を
決
め
、
そ
れ
を
基
準

と
し
て
他
の
竹
の
粥
の
量
を
判
定
す
る
。
平
成
三
一
年
の
判
定
は
①
早
稲
（
中
）
、
②

中
稲
（
下
）
、
③
晩
稲
（
上
）
④
大
麦
（
上
）、
⑤
小
麦
（
上
）
、
⑥
大
豆
（
下
）
、
⑦

小
豆
（
中
上
）、
⑧
柿
（
上
）、
⑨
栗
（
上
）
、

⑩
ぶ
ど
う
（
中
）
、
⑪
ト
マ
ト
（
上
上
）、
⑫

な
す
（
下
）
⑬
野
菜
（
中
下
）
で
あ
っ
た
。 

一
方
、
同
じ
篝
火
前
で
樫
の
木
の
コ
マ
を

用
い
た
占
い
も
行
う
。
長
方
形
の
金
具
の
上

に
燠
を
敷
き
詰
め
、
そ
の
上
に
一
月
か
ら
一

二
月
ま
で
が
わ
か
る
よ
う
に
コ
マ
を
置
く
。

四
分
ほ
ど
す
る
と
四
月
の
コ
マ
が
よ
く
燃
え

始
め
、
一
〇
分
ほ
ど
で
す
べ
て
の
コ
マ
を
一

か
ら
一
二
の
番
号
が
振
ら
れ
た
木
の
台
に
移

し
て
判
定
に
入
る
。
平
成
三
一
年
の
判
定
は
、

 
写真１ 鍋から上げられる篠竹 

 
写真２ 燠の上のコマ 



正
月
：
テ
ル
、
二
月
：
テ
ル
、
三
月
：
半
、
四
月
：
テ
ル
、
五
月
：
半
、
六
月
：
フ

ル
、
七
月
：
半
、
八
月
：
半
、
九
月
：
フ
ル
、
十
月
：
半
、
十
一
月
：
テ
ル
、
十
二

月
：
テ
ル
で
あ
っ
た
。 

以
上
二
つ
の
占
い
結
果
を
、
当
番
長
が
そ
の
場

で
判
定
結
果
を
紙
に
書
き
入
れ
て
い
く
。
そ
し
て
、

直
会
が
行
わ
れ
る
社
務
所
で
、
神
社
総
代
と
当
番

町
が
「
管
試
結
果
記
入
用
紙
」
に
結
果
を
清
書
す

る
。
そ
れ
を
コ
ピ
ー
し
各
区
長
に
配
布
し
、
常
会

で
報
告
す
る
と
と
も
に
、
部
落
内
の
掲
示
板
に
も

掲
示
さ
れ
る
。 

ま
た
、
鍋
に
残
っ
た
粥
は
塩
を
入
れ
て
味
を
整

え
ら
れ
、
見
学
者
に
振
舞
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
占

い
に
用
い
た
篠
竹
、
篝
火
く
べ
ら
れ
、
行
事
終
了

後
に
社
務
所
で
直
会
が
行
わ
れ
る
。 

  

七 

参
考
文
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常
勝
寺
の
鬼
こ
そ 

渡
部 

典
子 

 一 

常
勝
寺
の
鬼
こ
そ 

常
勝
寺
は
、
兵
庫
県
丹
波
市
山
南
町
谷
川
の
山
田
川
左
岸
に
位
置
す
る
天
台
宗
寺

院
で
あ
り
、
山
号
は
竹
林
山
、
本
尊
は
十
一
面
観
音
で
あ
る
。 

「
丹
波
志
」
に
は
、「
村
東
南
山
手
谷
ヲ
入
右
ノ
山
ニ
在
法
道
仙
人
開
基
山
裾
ヨ
リ

二
町
斗
登
ル
所
本
堂
四
間
四
面
艮
向
本
尊
千
手
観
音
十
一
面
仙
人
ノ
持
来
也
」
と
あ

る
。
つ
ま
り
法
道
仙
人
開
基
の
寺
院
で
あ
り
、
山
裾
よ
り
二
町
ほ
ど
登
っ
た
と
こ
ろ

に
四
間
四
方
の
本
堂
が
位
置
し
、
本
尊
は
法
道
仙
人
が
持
来
し
た
と
伝
え
て
い
る
。

ま
た
、
日
本
歴
史
地
名
大
系
二
九
の
一
『
兵
庫
県
の
地
名
一
』
に
は
、
次
の
よ
う
に

あ
る
。
慶
長
一
三
年
（
一
六
〇
八
）
の
「
当
山
縁
起
」
に
よ
る
と
、
大
宝
年
間
（
七

〇
一
―
七
〇
四
）
の
開
基
と
伝
え
、
永
保
年
間
（
一
〇
八
一
―
八
四
）
に
伽
藍
を
焼

失
し
、
槙
尾
山
施
福
寺
（
現
大
阪
府
和
泉
市
）
の
浄
意
に
よ
っ
て
再
興
さ
れ
た
。
と

こ
ろ
が
、
天
正
三
年
（
一
五
七
五
）
に
丹
波
に
侵
入
し
た
明
智
光
秀
軍
の
兵
火
で
再

び
焼
亡
し
、
現
存
す
る
本
堂
は
棟
札
か
ら
元
禄
一
〇
年
（
一
六
九
七
）
の
建
立
で
あ

る
。 常

勝
寺
で
は
追
儺
式
が
行
わ
れ
て
お
り
、
一
般
的
に
鬼
こ
そ
と
称
さ
れ
て
い
る
。

鬼
こ
そ
は
、
常
勝
寺
が
観
音
山
中
に
あ
っ
た
こ
ろ
、
た
び
た
び
現
れ
る
化
け
物
を
退

治
す
る
た
め
に
法
道
仙
人
か
ら
教
え
ら
れ
始
め
た
と
伝
え
て
い
る
。
常
勝
寺
の
開
基

と
さ
れ
る
法
道
仙
人
に
扮
し
た
童
子
を
先
頭
に
、
松
明
・
鉾
・
大
刀
・
錫
杖
を
持
っ

た
青
鬼
、
赤
鬼
の
計
四
体
が
こ
れ
に
従
い
本
堂
を
廻
る
行
事
で
あ
り
、
平
成
一
六
年

（
二
〇
〇
四
）
に
丹
波
市
の
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。 

ま
た
、
鬼
こ
そ
に
は
四
面
の
鬼
面
と
法
道
仙
人
面
が
使
用
さ
れ
る
。
現
在
使
用
し

て
い
る
の
は
三
代
目
で
あ
る
が
、
常
勝
寺
に
は
二
代
目
の
鬼
面
四
面
と
法
道
仙
人
の

面
、
さ
ら
に
古
い
鬼
面
二
面
が
保
存
さ
れ
て
お
り
、
昭
和
四
五
年
（
一
九
七
〇
）
に

民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。 

 二 

特
色 

鬼
こ
そ
に
つ
い
て
は
、
平
成
一
一
年
（
一
九
九
九
）
に
氷
上
郡
教
育
委
員
会
よ
り

調
査
報
告
書
『
常
勝
寺
・
鬼
こ
そ 

佐
野
式
三
番
叟
』（
岡
本
丈
夫
・
久
下
隆
史
の
指

導
助
言
の
も
と
、
西
尾
嘉
美
執
筆
）
が
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
特
色
を
次
の
よ
う
に
記

し
て
い
る
。
常
勝
寺
の
鬼
こ
そ
は
丹
波
地
域
に
お
い
て
唯
一
伝
承
さ
れ
て
い
る
鬼
追

い
で
あ
る
。
ま
た
、
正
月
か
ら
小
正
月
に
か
け
て
行
わ
れ
る
鬼
追
い
は
兵
庫
県
下
で

は
天
台
宗
や
真
言
宗
等
の
寺
院
や
神
社
で
行
わ
れ
る
が
、
そ
の
大
半
の
鬼
が
追
わ
れ

る
も
の
で
は
な
く
、
目
に
見
え
な
い
災
厄
を
追
い
払
っ
て
く
れ
る
鬼
で
あ
る
。
常
勝

寺
の
鬼
は
追
わ
れ
る
鬼
で
は
な
く
、
由
来
や
厄
払
い
の
た
め
に
鬼
役
を
つ
と
め
る
こ

と
な
ど
か
ら
も
、
災
い
で
は
な
く
幸
い
を
も
た
ら
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

そ
し
て
、
喜
多
慶
治
が
「
法
道
仙
人
の
化
身
が
火
水
風
雨
の
四
鬼
神
を
引
き
つ
れ

て
、
村
中
に
潜
ん
で
い
る
災
厄
を
追
払
う
古
事
に
拠
る
も
の
と
い
う
」
と
記
し
て
い

る
こ
と
を
挙
げ
、
こ
う
し
た
伝
承
が
希
薄
に
な
っ
て
い
る
と
述
べ
、
所
作
の
簡
略
化

を
指
摘
し
て
い
る
。 

筆
者
は
、
平
成
三
一
年
（
二
〇
一
九
）
の
鬼
こ
そ
調
査
に
お
い
て
、
前
掲
し
た
指

摘
に
加
え
て
、
鬼
こ
そ
を
支
え
る
側
の
変
化
を
実
感
し
た
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
平

成
十
一
年
の
調
査
報
告
書
（
以
下
、
調
査
報
告
書
と
記
す
）
を
基
に
、
そ
の
変
化
に

つ
い
て
も
報
告
し
た
い
。 

 

三 

実
施
期
間
・
実
施
場
所 

現
在
、
二
月
一
一
日
の
昼
間
に
常
勝
寺
の
本
堂
に
て
行
わ
れ
て
い
る
。
か
つ
て
は

旧
正
月
一
二
日
に
実
施
し
て
い
た
が
、
明
治
初
年
に
二
月
一
一
日
に
改
め
ら
れ
た
と



い
う
。 

 

四 

組
織 

（
一
）
保
存
会 

鬼
こ
そ
に
は
、
藤
本
家
・
荒
木
家
・
足
立
家
の
三
家
が
関
わ
っ
て
き
た
。
い
つ
か

ら
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
藤
本
家
は
全
体
の
統
括
、
荒
木
家
は
鬼
こ
そ
の
所
作
、

神
饌
（
野
菜
）
、
足
立
家
は
松
明
を
主
と
し
て
担
当
し
て
き
た
と
い
う
。
現
在
の
三
家

の
当
主
と
そ
の
父
親
は
ほ
ぼ
同
じ
年
代
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
現
在
の
当
主
の
子

ど
も
が
法
道
仙
人
を
演
じ
た
こ
ろ
に
子
ど
も
の
減
少
を
実
感
し
、
次
世
代
も
そ
の
可

能
性
が
考
え
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
保
存
会
を
結
成
す
る
に
至
っ
た
と
い
う
。 

保
存
会
は
一
五
年
程
前
に
結
成
さ
れ
た
。
現
在
の
メ
ン
バ
ー
は
四
〇
～
五
〇
代
の

計
七
名
の
有
志
で
結
成
さ
れ
て
お
り
、
当
初
は
藤
本
家
、
荒
木
家
も
参
加
し
て
い
た

が
、
現
在
で
は
両
家
が
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
足
立
家
の
当
主
が
中
心

と
な
っ
て
い
る
。
活
動
は
鬼
こ
そ
の
練
習
と
本
番
を
含
め
て
年
に
三
日
間
ほ
ど
で
あ

る
。 （

二
）
法
道
仙
人
・
鬼
役 

鬼
こ
そ
は
、
法
道
仙
人
役
一
人（
男
児
）

と
鬼
役
四
人
に
よ
っ
て
演
じ
ら
れ
る
。
法

道
仙
人
・
鬼
役
と
も
に
檀
家
に
限
ら
ず
、

谷
川
を
中
心
と
す
る
地
域
の
希
望
者
が
担

っ
て
き
た
。
法
道
仙
人
の
な
り
手
不
足
が

懸
念
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
小
学
校
三
年

生
の
授
業
で
鬼
こ
そ
が
取
り
上
げ
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
、
希
望
者
が
増
え
た
と
い
う
。 

鬼
役
は
厄
年
の
人
や
希
望
者
が
行
う
。

人
手
が
い
な
い
と
き
に
は
同
じ
人
が
何
回
も
担
当
し
、
な
か
に
は
一
〇
回
ほ
ど
行
っ

た
人
も
い
た
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
法
道
仙
人
役
の
男
児
の
父
親
が
鬼
役
を
す
る
よ

う
に
な
っ
て
き
た
。
そ
こ
で
、
鬼
こ
そ
が
行
わ
れ
る
前
月
の
一
月
も
し
く
は
二
月
の

土
曜
日
・
日
曜
日
に
、
二
、
三
回
ほ
ど
公
民
館
で
練
習
を
行
っ
て
い
る
。 

（
三
）
常
勝
寺
の
檀
家 

常
勝
寺
の
檀
家
総
代
は
一
名
、
役
員
五
～
六
名
と
な
っ
て
い
る
。
当
日
、
鬼
が
本

堂
を
巡
る
間
に
は
太
鼓
・
法
螺
貝
・
鐃
・
鈴
・
木
魚
な
ど
が
鳴
ら
さ
れ
る
。
太
鼓
・

鐘
を
叩
く
の
は
役
員
で
あ
る
。
ま
た
、
法
螺
貝
を
以
前
は
藤
本
家
が
担
当
し
て
い
た

が
、
現
在
は
住
職
の
子
息
が
行
っ
て
い
る
。 

 五 

鬼
こ
そ
の
準
備 

（
一
）
松
明 

松
明
を
準
備
す
る
の
は
足
立
家
で
あ
る
。
調
査
報
告
書
に
よ
る
と
、
同
家
の
先
々

代
の
こ
ろ
一
夜
の
宿
を
乞
う
た
旅
僧
を
快
く
泊
め
た
と
こ
ろ
、
そ
の
僧
が
鬼
こ
そ
の

松
明
を
奉
納
す
る
よ
う
に
話
し
、
翌
朝
姿
が
消
え
た
。
こ
れ
を
常
勝
寺
の
本
尊
の
観

音
菩
薩
の
お
告
げ
と
し
て
、
以
降
毎
年
松
明
を
奉
納
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。 

 

平
成
三
一
年
の
松
明
は
、
直
系
一
二
㎝
、
長
さ
三
四
㎝
で
あ
り
、
約
一
日
で
制
作

し
た
も
の
で
あ
る
。
材
料
の
コ
エ
マ
ツ
は
祖
父
の
代
か
ら
足
立
家
で
保
管
し
て
い
る

も
の
（
一
〇
〇
年
も
の
）
を
使
用
し
て
つ
く
ら
れ
て
い
る
。
コ
エ
マ
ツ
は
油
分
が
多

い
根
元
が
適
し
て
お
り
、
祖
父
の
代
に
は
山
に
入
る
と
伐
採
さ
れ
マ
ツ
の
木
が
多
く

あ
り
、
そ
の
根
元
を
持
ち
帰
り
薪
の
大
き
さ
に
切
り
松
明
を
つ
く
っ
て
い
た
。
と
こ

ろ
が
、
現
在
で
は
山
奥
に
入
っ
て
マ
ツ
の
木
を
伐
る
と
こ
ろ
か
ら
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
林
業
関
係
の
方
と
相
談
を
す
る
が
、
良
い
マ
ツ
の
木
が
な
い
。
そ
の
た
め
補

充
が
で
き
ず
、
保
管
し
て
い
る
も
の
を
使
い
続
け
て
お
り
、
残
り
が
少
な
く
な
っ
て

き
て
い
る
と
い
う
。 

 
 写真１ 住職にとのなわれた法道仙人 



（
二
）
掛
餅 

常
勝
寺
の
檀
家
総
代
や
役
員
た
ち
に
よ
っ
て
、
掛
餅
用
の
丸
い
の
し
餅
二
枚
と
、

参
拝
者
用
の
御
供
分
け
用
の
の
し
餅
を
つ
く
る
。
そ
し
て
、
当
日
の
朝
、
固
く
乾
か

し
た
丸
い
の
し
餅
で
掛
餅
を
つ
く
り
、
ま
た
四
角
く
切
り
分
け
た
餅
を
御
供
え
餅
と

す
る
。 

掛
餅
は
、
掛
木
の
上
に
、
丸
い
の
し
餅
、
そ
の
上
に
ウ
ラ
ジ
ロ
四
枚
を
置
く
。
こ

れ
ら
を
十
字
に
渡
し
た
割
竹
で
挟
み
込
み
、
ツ
ル
フ
ジ
で
縛
る
。
丸
い
の
し
餅
（
直

径
五
〇
㎝
）
を
支
え
る
掛
木
（
直
径
五
㎝
、
長
さ
一
〇
六
㎝
、
横
棒
を
差
し
込
ん
で

あ
る
木
）
二
本
は
、
い
つ
か
ら
使
用
し
て
い
る
か
不
明
で
あ
る
が
同
じ
物
を
使
い
続

け
て
い
る
。
ま
た
、
餅
を
挟
む
割
竹
は
状
態
を
見
て
、
新
調
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

ウ
ラ
ジ
ロ
、
フ
ジ
ツ
ル
は
山
で
自
生
し
て
い
る
も
の
を
、
毎
年
採
っ
て
く
る
。
こ
れ

ら
も
常
勝
寺
が
用
意
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

（
三
）
野
菜
・
米
・
小
餅 

野
菜
は
荒
木
家
が
担
当
し
て
い
た
が
、
現
在
で
は
足
立
家
が
知
り
合
い
に
依
頼
し

用
意
を
し
て
い
る
。
大
根
三
本
・
に
ん
じ
ん
二
本
、
檀
家
が
持
ち
寄
っ
た
米
一
升
、

御
供
え
用
の
小
餅
は
足
付
き
膳
に
盛
り
付
け
ら
れ
る
。 

準
備
物
の
用
意
が
で
き
る
と
本
堂
に
運
び
入
れ
、
供
え
ら
れ
る
。
野
菜
、
米
、
小

餅
に
は
「
鬼 

一
同
」、
松
明
に
は
「
松
明 

足
立
家
の
当
主
名
」
を
書
い
た
半
紙
が

上
に
置
か
れ
、
外
陣
に
供
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
内
陣
に
あ
る
本
尊
厨
子
前
に
は
掛

餅
が
か
け
ら
れ
、
本
尊
前
に
は
鬼
こ
そ
に
使
わ
れ
る
四
つ
の
鬼
面
と
鬼
の
持
ち
物
で

あ
る
鉾
・
大
刀
・
錫
杖
、
法
道
仙
人
面
と
法
道
仙
人
が
持
つ
御
幣
の
つ
い
た
杖
が
並

べ
ら
れ
る
。 

（
四
）
事
前
練
習 

午
前
九
時
す
ぎ
か
ら
装
束
や
鬼
の
面
は
つ
け
ず
に
、松
明
に
見
立
て
た
ボ
ト
ル
（
水

を
入
れ
た
も
の
）
、
鉾
・
大
刀
・
錫
杖
の
実
物
を
持
っ
て
練
習
を
行
う
。
一
人
一
人
の

足
踏
み
の
ス
ピ
ー
ド
や
歩
幅
、
立
ち
位
置
な
ど
を
確
認
す
る
。
保
存
会
メ
ン
バ
ー
が

適
宜
、
所
作
の
注
意
点
を
鬼
役
に
伝
え
て
い
く
。 

（
五
）
着
替
え 

正
午
す
ぎ
に
な
る
と
内
陣
の
端
で
鬼
役
の
着
替
え
を
行
う
。
保
存
会
の
メ
ン
バ
ー

が
世
話
役
と
し
て
手
伝
う
。
松
明
持
・
刀
持
は
柿
色
、
鉾
持
・
錫
杖
持
は
緑
色
の
筒

袖
の
着
物
・
袴
を
着
用
し
、
同
色
の
足
袋
・
草
履
を
履
く
。 

着
物
と
袴
の
上
か
ら
、
鬼
の
ヒ
ボ
（
ヒ
モ
）
と
呼
ば
れ
る
白
布
を
体
・
手
足
に
巻

き
付
け
て
い
く
。
鬼
の
ヒ
ボ
は
白
晒
で
作
ら
れ
て
い
る
が
、
ヒ
ボ
の
主
な
結
び
目
を

そ
の
ま
ま
に
し
て
収
納
し
て
い
る
。
調
査
報
告
書
で
は
、
ヒ
ボ
の
巻
き
方
を
覚
え
て

い
る
人
が
減
少
し
た
た
め
、
大
ま
か
に
結
ん
だ
ま
ま
に
し
て
い
る
と
あ
る
が
、
現
在

も
同
様
で
あ
っ
た
。 

ヒ
ボ
を
体
に
巻
き
付
け
て
い
く
の
に
一
時
間
弱
か
か
る
。
ま
ず
、
ヒ
ボ
の
結
び
目

が
背
中
に
く
る
よ
う
に
し
、
晒
の
輪
を
首
に
か
け
る
。
そ
し
て
、
首
に
か
け
た
輪
を

鬼
役
が
持
ち
、
世
話
役
が
こ
の
輪
に
後
ろ
か
ら
左
右
の
脇
の
下
を
通
し
た
晒
を
入
れ

て
前
に
回
し
、
後
ろ
の
晒
に
通
し
な
が
ら
上
半
身
に
巻
き
つ
け
て
い
く
。
そ
し
て
、

腰
ま
で
く
る
と
、
背
中
の
結
び
目
か
ら
細
い
ヒ
ボ
を
と
り
、
そ
れ
を
肩
の
上
か
ら
脇

の
下
を
通
し
た
あ
と
肩
か
ら
腕
へ
、
さ
ら
に
股
の
下
を
通
し
た
細
い
ヒ
ボ
で
、
太
も

も
か
ら
足
首
へ
と
巻
き
付
け
な
が
ら
縛
る
。
そ
し
て
、
最
後
に
草
履
を
履
き
完
成
と

な
る
。 

ま
た
、
法
道
仙
人
は
水
色
の
上
衣
に
茶
色
の
平
袴
を
着
用
し
、
草
履
を
履
く
。
そ

し
て
、
茶
褐
色
に
塗
ら
れ
た
面
を
つ
け
、
御
幣
の
つ
い
た
杖
を
持
つ
。
調
査
報
告
書

に
は
、
法
道
仙
人
役
を
つ
と
め
た
印
と
し
て
御
幣
と
草
履
を
持
ち
帰
る
と
あ
る
。
し

か
し
、
二
〇
年
程
前
か
ら
鬼
・
法
道
仙
人
が
履
く
草
履
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
人

が
い
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
新
調
で
き
ず
困
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
現
在

で
は
法
道
仙
人
を
つ
と
め
た
男
児
が
草
履
を
持
ち
帰
っ
て
い
な
い
と
い
う
。 



 
六 
鬼
こ
そ
の
所
作 

午
後
一
時
に
な
る
と
鬼
こ
そ
が
始
ま
る
。
住
職
に
伴
わ
れ
た
法
道
仙
人
、
松
明
持

（
赤
）・
槍
持
（
青
）・
刀
持
（
赤
）・
錫
杖
持
（
青
）
が
内
陣
を
一
巡
、
外
陣
を
一
巡
、

外
縁
を
一
巡
す
る
。
内
陣
の
一
巡
目
で
餅
切
り
、
外
陣
で
の
二
巡
目
で
火
供
え
・
火

合
わ
せ
、
外
縁
の
三
巡
目
で
松
明
投
げ
が
行
わ
れ
る
。
調
査
報
告
書
で
は
、
平
成
元

年
（
一
九
八
九
）
の
久
下
隆
史
の
報
告
を
挙
げ
、
四
巡
が
二
巡
に
省
略
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
ず
外
陣
で
一
巡
し
、
内
陣
で
の
二
巡
目
に
餅
切
り
、
外

陣
で
の
三
巡
目
で
火
供
え
、
四
巡
目
で
火
合
わ
せ
を
行
っ
た
後
、
外
縁
で
松
明
投
げ

を
し
て
い
た
。と
こ
ろ
が
前
述
し
た
よ
う
に
二
巡
と
な
り
、現
在
で
も
同
様
で
あ
る
。 

さ
ら
に
、
調
査
報
告
書
に
は
鬼
役
が
本
堂
を
進
む
間
に
は
、
僧
侶
や
常
勝
寺
の
役

員
た
ち
に
よ
る
鳴
り
物
と
と
も
に
、
後
戸
を
開
け
た
り
閉
め
た
り
す
る
こ
と
で
ギ
ィ

ギ
ィ
と
音
を
た
て
て
い
た
と
あ
る
。
し
か
し
、
現
在
で
は
人
手
不
足
に
よ
り
行
わ
れ

て
い
な
い
。 

（
一
）
足
踏
み 

鬼
は
い
ず
れ
も
次
の
足
踏
み
の
所
作
を

行
い
な
が
ら
進
ん
で
い
く
。
右
足
を
一
歩

前
に
出
し
、
後
ろ
の
左
足
を
そ
の
場
で
一

回
踏
み
、
そ
し
て
前
の
右
足
を
ト
ン
ト
ン

と
二
回
踏
む
。
次
い
で
左
足
を
前
に
出
し
、

右
足
を
一
回
、
左
足
を
二
回
踏
む
と
い
う

動
作
を
繰
り
返
す
。
ま
た
、
錫
杖
は
地
面

に
打
ち
付
け
て
進
む
た
め
、
一
定
の
リ
ズ

ム
を
刻
む
こ
と
に
な
る
。 

（
二
）
餅
切
り 

本
堂
で
住
職
に
よ
る
大
般
若
経
転
読
の
間
、
内
陣
で
準
備
を
し
て
い
た
鬼
役
・
法

道
仙
人
役
が
面
を
つ
け
、
各
々
持
ち
物
を
手
に
待
機
す
る
。
そ
し
て
、
合
図
の
太
鼓

が
一
打
さ
れ
た
あ
と
、
住
職
が
灯
明
か
ら
松
明
に
火
を
移
す
。
住
職
に
先
導
さ
れ
た

法
道
仙
人
、
松
明
持
、
槍
持
、
刀
持
、
錫
杖
持
の
順
に
本
尊
が
安
置
さ
れ
て
い
る
内

陣
を
右
回
り
に
進
む
。 

内
陣
を
回
っ
て
一
巡
目
に
本
尊
正
面
（
厨
子
）前
に
来
た
時
に
い
っ
た
ん
止
ま
る
。

槍
持
と
刀
持
が
本
尊
に
向
か
っ
て
向
き
直
り
、
右
足
を
一
歩
前
に
出
し
て
構
え
、
そ

れ
ぞ
れ
に
掛
餅
を
三
回
切
る
真
似
を
す
る
。
こ
れ
を
「
餅
切
り
」
と
い
う
。 

（
三
）
火
供
え
・
火
合
わ
せ 

餅
切
り
の
後
、
再
び
内
陣
を
進
み
、
厨

子
裏
を
回
っ
て
外
陣
に
上
が
る
。
こ
の
二

巡
目
で
再
び
本
尊
前
に
来
た
と
き
に
、
松

明
持
と
槍
持
が
本
尊
に
向
か
っ
て
、
松
明

と
槍
を
三
回
突
き
出
す
。
こ
れ
を
「
火
供

え
」
と
い
う
。
そ
し
て
、
互
い
に
向
き
合

っ
て
、
右
足
を
一
歩
前
に
出
し
て
構
え
、

松
明
と
鉾
を
そ
れ
ぞ
れ
交
差
さ
せ
る
よ
う

に
突
き
出
す
。
こ
れ
を
「
火
合
わ
せ
」
と

い
う
。
こ
の
所
作
を
三
度
繰
り
返
す
。 

（
四
）
松
明
投
げ 

内
陣
に
下
り
て
後
戸
か
ら
外
へ
出
て
外
陣
に
上
が
る
。
こ
の
と
き
に
松
明
を
二
本

目
に
取
り
替
え
る
。
外
縁
で
は
四
鬼
が
一
直
接
に
揃
っ
て
の
動
き
と
な
る
た
め
、
鬼

役
は
お
互
い
の
間
隔
が
揃
う
よ
う
に
足
踏
み
を
し
て
進
ん
で
い
く
。
そ
し
て
、
外
縁

の
端
に
来
る
と
松
明
持
が
松
明
を
投
げ
、
こ
れ
を
見
物
客
が
取
り
合
う
。
ま
た
、
一

本
目
の
松
明
も
鬼
こ
そ
終
了
後
、
見
物
客
に
分
け
ら
れ
る
。 

 写真２ 餅切り 

 写真３ 火合わせ 



松
明
は
内
陣
・
外
陣
で
の
計
二
巡
と
、
外
縁
で
の
一
巡
で
同
じ
く
ら
い
時
間
が
か

か
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
一
本
が
保
つ
こ
と
が
で
き
る
限
界
の
長
さ
で
あ
る
と
い
う
。 

鬼
こ
そ
終
了
後
、
見
物
客
へ
御
供
え
の
餅
が
配
ら
れ
る
。
ま
た
、
掛
餅
は
鬼
役
や

世
話
人
な
ど
に
御
供
え
と
し
て
切
り
分
け
て
配
ら
れ
る
。 
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参
考
文
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追
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郡
の
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谷
川
高
座
神
社
の
例
祭 

久
下 

隆
史 

 

一 

谷
川
高
座
神
社
の
概
要 

(

一)

高
座
神
社 

 

丹
波
市
山
南
町
谷
川
字
式
垣
内
に
鎮
座
す
る
高
座
神
社
は
、
上
久
下
、
久
下
地
区

の
氏
神
で
あ
る
。
上
久
下
、
久
下
地
区
は
、
畑
内
、
笹
場
、
青
田
、
下
滝
、
上
瀧
、

太
田
、
金
屋
、
谷
川
、
岡
本
、
玉
巻
、
奥
野
々
、
長
野
、
大
谷
、
大
河
、
池
谷
一
五

ケ
村
を
さ
す
。
祭
神
は
、
主
神(

第
一
殿)
を
高
倉
下
命
と
し
、
二
殿
に
経
津
主
命
、

天
火
明
命
、
三
殿
に
建
田
背
命
、
比
売
命
、
四
殿
に
久
下
地
区
一
四
社
、
五
殿
に
上

久
下
地
区
六
社
を
祀
っ
て
い
る
。
平
成
三
〇
年
五
月
に
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ

れ
た
。 

(

二)

氏
子
地
域
の
歴
史
的
背
景 

寛
政
六
年(

一
七
九
四)

に
完
成
し
た
『
丹
波
志
』

に
は
、「
当
谷
十
三
ケ
惣
社
ナ
リ
」
と
あ
る
。
当
谷

は
久
下
谷
の
こ
と
を
さ
す
。
久
下
谷
は
、
明
治
の

町
村
制
で
久
下
村
、
上
久
下
村
と
な
っ
た
。
こ
れ

が
現
在
の
氏
子
地
区
と
し
て
引
き
継
が
れ
て
い
る
。

こ
の
地
区
は
、
中
世
に
は
栗
作
郷
と
よ
ば
れ
禁
裏

御
料
や
天
竜
寺
金
剛
院
料
で
あ
っ
た
。
領
家
職
は
、

栗
作
郷
の
地
頭
久
下
氏
が
相
伝
し
て
い
た
。 

こ
の
、
久
下
氏
の
館
は
、
金
屋
村
に
あ
っ
た
と

さ
れ
、
神
社
も
こ
の
地
に
鎮
座
し
て
い
た
。
旧
社

地
が
現
在
も
金
屋
に
残
っ
て
い
る
。
前
出
の
『
丹

波
志
』
に
は
弘
治
三
年(

一
五
五
七)

九
月
廿
八
日

に
金
屋
村
の
森
丹
後
守
、
玉
巻
村
の
久
下
氏
が
社
殿
を
修
復
し
た
こ
と
で
「
立
合
ノ

時
モ
右
の
由
緒
ヲ
以
第
一
森
氏
上
座
次
ニ
久
下
氏
ノ
党
ト
定
ム
古
例
ナ
リ
」
と
あ
る
。

今
も
、
オ
ト
ウ
ワ
タ
シ
の
席
で
は
金
屋
が
上
座
に
座
っ
て
い
る
。 

 

二 

実
施
期
間
・
実
施
場
所 

(

一)

祭
日 
 

高
座
神
社
の
例
祭
は
、
旧
暦
の
九
月
八
日
・
九
日
で
あ
っ
た
が
、
明
治
以
降
一
〇

月
八
日
・
九
日
に
な
っ
た
。
一
〇
月
一
〇
」
日
が
体
育
の
日
に
な
る
と
、
祭
日
も
そ

の
日
に
移
行
し
た
。
平
成
一
四
年(

二
〇
〇
二)

か
ら
一
〇
月
第
二
月
曜
日
に
変
更
し

た
。
調
査
を
行
っ
た
平
成
三
〇
年
は
一
〇
月
七
日
と
八
日
に
実
施
さ
れ
た
。
例
祭
は
、

秋
祭
と
も
い
わ
れ
、
七
日
の
行
事
は
神
事
の
あ
と
直
会
の
席
で
オ
ト
ウ
ワ
タ
シ
が
行

わ
れ
る
。
八
日
は
神
幸
祭
が
行
わ
れ
る
。 

(

二)

宵
宮
（
オ
ト
ウ
ワ
タ
シ
） 

例
祭
一
日
目
の
宵
宮
は
、
一
〇
時
三
〇
分
ご
ろ
か
ら
氏
子
各
村
の
自
治
会
長
と
氏

子
総
代
が
出
席
し
て
宮
司
と
祢
宜
に
よ
っ
て
神
事
が
行
わ
れ
る
。
神
事
に
は
、
拝
殿

左
右
に
自
治
会
長
、
中
央
に
新
旧
ト
ウ
ニ
ン
が
座
に
つ
き
、
氏
子
総
代
四
名
が
少
し

前
に
座
る
。
神
事
は
、
修
祓
、
宮
司
一
杯
、
開
扉
、
宮
司
祝
詞
奏
上
、
玉
串
奉
奠
・

閉
扉
、
宮
司
一
拝
の
順
に
行
わ
れ
る
。
一
一
時
過
ぎ
に
神
事
が
終
了
す
る
と
、
社
務

所
の
座
敷
で
直
会
が
行
わ
れ
、
そ
の
席
で
ト
ウ
ワ
タ
シ
が
あ
る
。 

直
会
は
、
座
敷
の
下
手
で
ト
ウ
ニ
ン
が
出
迎
え
、
各
自
治
会
長
が
長
机
の
席
に
座

わ
る
。
机
の
上
に
は
二
重
の
折
と
餅
二
個
が
置
か
れ
て
い
る
。
席
順
は
、
上
座
に 

宮
司
と
祢
宜
、
氏
子
総
代
、
新
旧
ト
ウ
ニ
ン
と
金
屋
の
自
治
会
長
が
座
る
。
そ
の
他

の
席
は
特
に
定
ま
っ
て
い
な
い
。 

 

座
敷
に
上
が
る
下
手
側
に
は
、
接
待
を
す
る
ト
ウ
ニ
ン
二
人
が
座
り
、
席
に
着
く

者
に
挨
拶
を
す
る
。
席
に
着
く
と
ト
ウ
ニ
ン
を
務
め
る
村
の
者(

給
仕
人)

が
お
茶
を
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出
す
。
神
主
の
挨
拶
、
氏
子
総
代
の
挨
拶
が
終
わ
る
と
、
お
茶
を
引
き
、
酒
席
に
な

る
。 

 

一
二
時
過
ぎ
か
ら
、
座
敷
の
中
央
で
新
・
旧
ト
ウ
ニ
ン
の
オ
ト
ウ
ワ
タ
シ
が
あ
る
。

コ
の
字
の
中
央
の
上
座
側
に
オ
ト
ウ
を
渡
す
旧
ト
ウ
ニ
ン
二
人
が
座
り
、
下
座
側
に

新
た
に
受
け
る
新
ト
ウ
ニ
ン
二
人
が
座
る
。
神
主
が
そ
の
間
に
座
っ
て
盃
ご
と
を
す

る
。
謡
曲
「
高
砂
」
の
謡
の
中
で
、
旧
ト
ウ
ニ
ン
が
引
き
継
ぎ
の
オ
ト
ウ
箱
を
目
上

に
か
か
げ
、
盃
を
受
け
る
。
オ
ト
ウ
箱
を
受
け
取
っ
た
新
ト
ウ
ニ
ン
は
箱
を
か
か
げ

て
盃
を
受
け
る
。
こ
の
盃
ご
と
が
済
む
と
オ
ト
ウ
箱
と
盃
を
三
方
に
も
ど
す
。
オ
ト

ウ
箱
の
中
に
は
、
オ
ト
ウ
受
け
渡
し
簿
や
本
殿
の
カ
ギ
が
入
っ
て
い
る
。
オ
ト
ウ
ワ

タ
シ
が
済
む
と
、
社
務
所
入
口
に
旧
ト
ウ
ニ
ン
二
人
、
新
ト
ウ
ニ
ン
二
人
が
二
列
に

並
び
、
ま
ず
旧
ト
ウ
ニ
ン
か
ら
オ
ト
ウ
ニ
ン
を
務
め
た
こ
と
に
対
す
る
挨
拶
が
あ
り
、

引
き
続
き
新
ト
ウ
ニ
ン
か
ら
新
た
に
オ
ト
ウ
を
受
け
る
挨
拶
を
す
る
。
こ
れ
で
、
オ

ト
ウ
ワ
タ
シ
は
す
べ
て
終
わ
る
。 

 

オ
ト
ウ
の
順
番
は
、
金
屋
・
山
崎
－
谷
川
－
玉
巻
・
岡
本
・
長
野
－
池
谷
・
大
谷
・

奥
野
々
－
大
河
・
畑
内
－
太
田
－
青
田
・
笹
場
・

下
滝
－
谷
川
に
な
っ
て
い
る
。
平
成
一
八
年
は
金

屋
・
山
崎
か
ら
谷
川
の
間
で
オ
ト
ウ
ワ
タ
シ
が
行

わ
れ
た
。
こ
の
オ
ト
ウ
ワ
タ
シ
以
後
、
新
し
い
ト

ウ
ヤ
が
正
月
や
例
祭
の
準
備
な
ど
を
お
こ
な
う
。 

 

昭
和
七
年
の
谷
川
区
の
記
録
に
は
「
御
当
番
に

関
す
る
必
要
な
る
事
項
」
と
し
て
、
神
馬
一
頭
、

御
者
一
二
人
が
出
て
い
る
。
そ
の
他
、
御
当
客
と

し
て
、
神
官
、
久
下
・
上
久
下
村
長
、
神
社
世
話

三
人
、
各
字
区
長
、
谷
川
、
太
田
、
上
滝
は
正
副

区
長
と
あ
り
、
そ
の
費
用
は
氏
子
か
ら
負
担
す
る

と
あ
る
。
準
備
や
案
内
を
オ
ト
ウ
が
行
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
オ
ト
ウ
の
負
担

は
給
仕
人
五
人
、
雇
人
一
人
と
あ
り
、
神
馬
を
除
い
て
、
現
在
と
大
き
く
変
わ
っ
て

い
な
い
。 

(

三)

本
宮
（
神
幸
祭
） 

 

二
日
目
の
本
宮
の
神
事
は
神
幸
祭
と
よ
ば
れ
、
神
社
か
ら
お
旅
所
の
あ
る
谷
川
コ

ミ
ユ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
に
神
輿
が
渡
御
す
る
。
こ
の
神
幸
祭
に
は
、
氏
子
一
五
ケ
村

が
集
ま
る
こ
と
は
な
く
、
谷
川
十
一
区
で
行
わ
れ
て
い
る
。
近
世
の
谷
川
村
は
、
上

町
村(

稲
荷
神
社)

、
中
町
村(

二
ツ
森
神
社)

、
領
家
村(

名
可
森
神
社)

、
中
之
村(

天
満

神
社)

、
西
之
村(

熊
野
神
社)

、
吹
屋
村(

八
幡
神
社)

、
坂
本
村(

若
宮
神
社)

の
七
ケ
村

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
各
村
に(  

 
)

内
の
氏
神
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
神
幸
祭
に
は
、

各
神
社
の
ト
ウ
ニ
ン
に
よ
り
金
幣
が
高
座
神
社
に
奉
納
さ
れ
、
神
幸
に
参
加
し
て
い

る
。 大

太
鼓
は
宵
宮
舁
き
出
し
あ
と
夕
刻
に
社
務
所
前
に
移
し
て
い
る
。
神
輿
は
境
内

の
神
輿
蔵
か
ら
出
し
拝
殿
の
前
に
据
え
ら
れ
て
い

る
一
一
時
ご
ろ
に
谷
川
十
一
区
の
子
ど
も
太
鼓
が

境
内
南
側
に
そ
ろ
う
、
と
宮
司
、
祢
宜
に
よ
り
神

事
が
行
わ
れ
る
。 

 

神
事
に
は
、
自
治
会
長
、
大
太
鼓
の
管
理
、
巡

行
に
責
任
を
持
つ
高
座
会
、
大
太
鼓
に
乗
る
乗
り

子
な
ど
が
参
加
す
る
。
宮
司
に
よ
り
ご
神
体
が
神

輿
に
移
さ
れ
た
あ
と
、
神
輿
、
氏
子
総
代
、
一
一

本
の
白
幣
、
谷
川
村
七
ケ
村
の
氏
神
の
金
幣
の
あ

と
を
大
太
鼓
が
続
く
。
以
前
は
神
器
な
ど
も
出
て

い
た
が
、
今
は
役
員
と
白
幣
、
金
幣
が
供
奉
す
る

だ
け
に
な
っ
て
い
る
。
子
ど
も
太
鼓
は
、
神
社
か
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ら
直
接
お
旅
所
に
向
か
っ
て
巡
行
す
る
。 

ご
神
幸
の
コ
ー
ス
は
高
座
神
社
か
ら
十
一
区
の
公
民
館
ま
で
行
き
、
小
休
止
を
す

る
。
の
ち
の
コ
ー
ス
は
神
社
付
近
ま
で
は
同
一
で
あ
る
が
、
常
勝
寺
へ
の
道
の
分
岐

か
ら
は
神
輿
道
と
太
鼓
道
に
分
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
谷
川
コ
ミ
ユ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー(

旧

谷
川
村
村
務
所)

の
お
旅
所
に
向
か
う
。
そ
の
コ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、
高
座
会
代
表
の

小
田
垣
裕
司
氏
に
作
成
し
て
い
た
だ
い
た
地
図
が
あ
る
の
で
参
考
に
し
て
も
ら
い
た

い
。
コ
ー
ス
は
、
平
成
一
二
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
谷
川
の
大
太
鼓
』
に
次
の
よ
う
に

出
て
い
る
。 

 神
輿
…(

当
日)

高
座
神
社
→
吹
屋
道
→
谷
川
コ
ミ
セ
ン(

昼
食)

→
六
区
→
谷
川
町
筋

→
一
区
→
裏
町
筋
→
谷
川
コ
ミ
セ
ン
→
七
区
の
太
鼓
道
→
高
座
神
社

（
帰
着
一
五
時
三
〇
分
） 

大
太
鼓
…(

宵
宮)

谷
川
コ
ミ
セ
ン
→
六
区
→
町
筋
→
一
区
→
裏
町
筋
→
十
区
→
神
社 

 
 

 
 (

当
日)

高
座
神
社
→
十
一
区
公
民
館
→
踊
場
筋
→
谷
川
コ
ミ
セ
ン
→
六
区
→

町
筋
→
一
区
→
熊
野
神
社
→
久
下
村
駅
→
裏
町
筋
→
谷
川
コ
ミ
セ

ン
（
帰
着
一
五
時
三
〇
分)  

神
輿
道
も
太
鼓
道
も
道
路
事
情
な
ど
で
、
随
時
変
化
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。 

 

午
後
一
時
前
に
谷
川
コ
ミ
ユ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
に
あ
る
お
旅
所
に
着
く
と
、
祇
園

囃
し
に
合
せ
て
大
太
鼓
は
セ
ン
タ
ー
前
の
広
場
で
練
を
し
、
シ
デ
の
合
図
で
差
し
上

げ
を
し
て
い
た
が
、
台
車
を
着
け
て
以
後
し
な
く
な
っ
た
。
お
旅
所
に
白
幣
と
金
幣

な
ど
を
納
め
、
神
輿
を
お
旅
所
の
神
社
前
に
大
太
鼓
を
谷
川
コ
ミ
ユ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ

ー
の
前
に
置
き
、
そ
の
北
側
に
子
ど
も
太
鼓
を
置
い
て
、
各
地
区
で
昼
食
を
と
る
。 

午
後
は
、
神
輿
に
大
太
鼓
が
供
奉
し
て
六
区
の
藤
本
孝
和
氏
宅
で
休
憩
を
と
っ
た
が
、 

 

                         



 

現
在
は
六
区
の
公
民
館
を
使
用
し
て
い
る
。
六
区
か
ら
谷
川
町
筋
を
行
き
、
一
区
の

田
村
治
之
氏
宅
で
休
憩
す
る
の
が
習
わ
し
で
あ
っ
た
が
、
現
在
は
一
区
の
公
民
館
を

利
用
し
て
い
る
。
練
と
差
し
上
げ
は
、
町
筋
の
正
覚

寺
前
と
西
の
下
町
広
小
路
で
も
し
て
い
た
が
、
台
車

を
着
け
て
以
後
は
し
て
い
な
い
。
一
区
か
ら
神
輿
は

裏
町
筋
、
お
旅
所
を
経
て
太
鼓
道
を
利
用
し
て
高
座

神
社
に
帰
る
。
大
太
鼓
は
一
区
か
ら
兵
庫
パ
ル
プ
、

久
下
村
駅
を
経
て
裏
町
筋
を
通
っ
て
太
鼓
庫
の
あ
る

谷
川
コ
ミ
ユ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
ま
で
戻
る
。 

 

休
憩
す
る
六
区
の
藤
本
氏
宅
と
一
区
の
田
村
氏
宅

を
利
用
す
る
理
由
を
聞
い
た
が
、
明
確
な
理
由
は
分

か
ら
な
か
っ
た
。 

(

四)

大
太
鼓 

 

谷
川
地
区
の
神
幸
祭
の
楽
し
み
は
大
太
鼓
と
子
ど
も
太
鼓
の
巡
行
で
あ
ろ
う
。
近

世
の
谷
川
地
区
は
里
谷
川
と
奥
谷
川
に
分
か
れ
て
い
た
。
大
太
鼓
も
そ
れ
ぞ
れ
一
台

保
有
し
て
い
た
が
、
大
正
末
期
に
二
基
の
大
太
鼓
の
内
、
里
谷
川
の
一
基
を
播
州
方

面
に
売
却
し
、
奥
谷
川
の
大
太
鼓
を
常
勝
寺
に
買
っ
て
も
ら
っ
た
と
い
う
。
そ
の
た

め
、
祭
礼
に
は
常
勝
寺
か
ら
和
太
鼓
と
昼
提
灯
を
借
り
て
い
た
。
平
成
一
一
年
に
大

太
鼓
の
修
理
が
終
わ
っ
た
時
に
、
谷
川
区
と
常
勝
寺
と
の
間
で
合
意
が
整
い
、
谷
川

コ
ミ
ユ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
西
の
太
鼓
蔵
で
一
括
し
て
保
管
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。 

 

谷
川
地
区
の
大
太
鼓
の
特
色
は
布
団
屋
根
型
屋
台
で
あ
る
が
、
い
わ
ゆ
る
四
隅
が

は
ね
あ
が
る
反
り
屋
根
型
屋
台
に
な
る
。
こ
の
屋
根
の
屋
台
は
、
東
播
磨
か
ら
西
播

磨
の
中
北
部
に
分
布
し
て
い
る
。
太
鼓
蔵
に
保
管
さ
れ
て
い
た
水
引
幕
を
入
れ
た
箱

(

水
引
箱)

や
狭
間
の
箱
に
喜
多
村
と
い
う
記
入
が
あ
る
こ
と
か
ら
西
脇
市
黒
田
庄
町

喜
多
か
ら
購
入
し
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。 

 

三
層
の
布
団
屋
根
を
水
切
り
と
繁
垂
木
で
受
け
そ
の
下
四
方
に
狭
間
を
は
め
込
み
、

水
引
幕
を
垂
ら
す
。
高
欄
の
下
に
は
太
鼓
を
固
定
す
る
泥
台
を
取
り
付
け
、
屋
根
の

下
、
四
隅
に
は
昼
提
灯
を
下
げ
る
。 

 

狭
間
は
三
国
志
演
義
や
九
尾
の
狐
、
源
平
合
戦
を
題
材
に
し
た
も
の
が
彫
刻
さ
れ

て
い
る
。
旧
水
引
幕
に
も
三
国
志
演
義
の
諸
葛
孔
明
、
劉
備
玄
徳
、
関
羽
、
張
飛
が

刺
繍
さ
れ
て
い
る
。 
 

大
屋
台
に
は
太
鼓
の
運
行
に
指
示
を
す
る
四
手(

シ
デ)

を
持
つ
者
が
下
町
、
中
町
、

上
町
、
奥
地
区
か
ら
前
後
二
人
ず
つ
四
人
が
出
る
。
四
手
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
以

前
は
キ
ズ
キ
で
つ
く
ら
れ
て
い
た
が
、
戦
後
は
柾
目
の
木
を
削
っ
た
も
の
を
赤
と
緑

に
染
め
て
作
る
よ
う
に
な
っ
た
、
今
は
市
販
の
ポ
リ
プ
ロ
ピ
レ
ン
テ
ー
プ
を
使
用
し

て
い
る
。 

 

大
太
鼓
の
管
理
運
行
は
青
年
団
の
役
割
で
あ
っ
た
が
、
昭
和
四
〇
年
代
に
は
青
年

団
員
が
激
減
し
、
平
成
四
年
か
ら
谷
川
区
役
員
の
手
で
巡
行
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

平
成
六
年
に
は
、
青
年
や
青
年
団
活
動
経
験
者
を
中
心
と
し
た
「
山
南
ふ
る
さ
と
愛

好
会
」
が
一
時
大
太
鼓
を
管
理
運
用
し
、
平

成
一
一
年
に
大
太
鼓
の
管
理
と
巡
行
を
目
的

と
す
る
高
座
会
が
誕
生
し
た
。 

 

大
太
鼓
は
、
現
在
は
車
輪
を
つ
け
て
引
い

て
い
る
が
、
青
年
団
員
が
減
少
す
る
ま
で
は
、

立
棒
と
横
棒
で
担
い
で
い
た
。
し
た
が
っ
て

お
旅
所
な
ど
で
、
祇
園
囃
子
に
合
わ
せ
て
大

き
く
ゆ
す
る
練
や
手
を
伸
ば
し
て
大
太
鼓
を

高
く
上
げ
る
差
し
上
げ
が
さ
れ
た
。 

 

舁
手
は
、
豆
絞
り
の
手
拭
、
白
い
長
袖
シ

ャ
ツ
に
白
い
腰
巻
を
兵
児
帯
で
絞
め
て
い
た
。

 写真５ お旅所に集結した大太鼓と子

ども太鼓 

 写真４ 神社に持ち寄る金弊 



 

履
物
は
地
下
足
袋
を
使
用
す
る
が
、
一
時
、
白
い
長
袖
シ
ャ
ツ
に
白
い
ト
レ
パ
ン
と

運
動
靴
に
代
わ
っ
た
時
も
あ
っ
た
。
平
成
六
年
に
「
山
南
ふ
る
さ
と
愛
好
会
」
が
担

当
し
て
以
後
、
元
の
姿
に
戻
し
た
。
現
在
は
、
各
自
治
会
か
ら
四
・
五
名
の
舁
き
手

を
出
し
て
い
る
。 

 

大
太
鼓
の
乗
り
子
は
、
小
学
校
一
年
生
ま
で
で
あ
っ
た
が
、
今
は
二
年
生
ま
で
に

な
っ
て
い
る
。
長
男
を
乗
せ
る
と
い
う
時
代
も
あ
っ
た
が
、
少
子
化
で
女
子
も
乗
る

こ
と
が
あ
る
。
各
区
か
ら
一
人
ず
つ
一
一
人
が
出
て
い
た
が
、
平
成
一
八
年
は
三
人

で
あ
っ
た
。
衣
装
も
絹
の
白
い
鉢
巻
き
の
ほ
か
は
、
普
通
の
着
物
を
着
た
が
、
昭
和

四
〇
年
代
か
ら
写
真
の
よ
う
な
家
紋
な
ど
の
入
っ
た

着
物
に
代
わ
っ
て
い
っ
た
。
今
は
厳
し
く
言
わ
な
い

が
、
乗
り
子
は
朝
風
呂
に
入
っ
て
化
粧
を
し
、
衣
装

を
着
け
て
父
親
の
肩
車
で
神
社
に
向
か
っ
て
い
た
。

乗
り
子
を
地
面
に
お
ろ
さ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
。 

 

太
鼓
の
練
習
は
一
週
間
毎
日
、
太
鼓
倉
で
一
時
間

ほ
ど
し
て
い
る
。 

 

大
太
鼓
の
ほ
か
に
、
子
ど
も
太
鼓
が
各
区
か
ら
出

る
の
は
、
昭
和
三
〇
年
ご
ろ
か
ら
と
い
う
。 

 

大
太
鼓
に
つ
い
て
は
、
藤
本
幸
男
氏
が
ま
と
め
ら

れ
た
『
谷
川
の
大
太
鼓
』
を
参
考
に
し
た
。 

 

三 

特
色 

(

一)

中
世
的
な
氏
子
区
域 

 

高
座
神
社
の
氏
子
は
上
久
下
、
久
下
地
区
の
一
五
ケ
村
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
地
区
は
中
世
に
栗
作
郷
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
報
告
し
て
い
る
。
現
在
、

上
久
下
地
区
の
阿
草
と
北
太
田
が
氏
子
で
な
い
が
、
そ
の
理
由
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

金
屋
が
所
有
す
る
、
天
保
八
年(

一
八
三
七)

に
、
寛
永
年
間(

一
六
二
四
～
一
六
四
三)

以
降
の
争
論
を
取
り
ま
と
め
た
文
書
に
も
、
争
論
の
対
象
と
な
る
金
屋
、
玉
巻
、
谷

川
、
太
田
村
は
出
て
く
る
が
、
そ
の
他
の
村
名
は
出
て
い
な
い
。
こ
の
争
論
は
、
オ

ト
ウ
の
座
席
順
と
、高
座
神
社
の
土
砂
除
去
、
神
宮
寺
の
座
席
を
巡
る
争
い
で
あ
り
、

京
町
奉
行
所
ま
で
持
ち
込
ま
れ
て
い
る
。
神
宮
寺
は
、
高
座
山
神
宮
寺
と
い
い
、
神

社
に
近
接
し
て
あ
っ
た
。
こ
の
寺
は
比
叡
山
延
暦
寺
末
の
天
台
宗
で
社
僧
が
居
住
し

て
い
た
。 

『
丹
波
志
』
に
は
「
一
三
ケ
惣
神
」
と
出
て
い
る
。
こ
の
一
三
ケ
村
は
、
同
書
に

「
久
下
谷
」
と
し
て
谷
川
村
、
山
崎
村
、
金
屋
村
、
岡
本
村
、
北
嶋
村
、
玉
巻
村
、

市
嶋
村
、
池
ノ
谷
村
、
大
河
村
、
太
田
村
、
下
滝
村
、
上
滝
村
、
阿
草
村
と
あ
り
、

阿
草
村
も
含
ま
れ
て
い
る
。
北
太
田
は
「
大
河
村
支
北
太
田
」
と
あ
り
大
河
村
の
支

村
と
あ
る
の
で
、
大
河
村
を
通
じ
て
祭
礼
と
関
係
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
阿
草

村
が
氏
子
を
外
れ
た
時
期
等
に
つ
い
て
は
明
確
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、

祭
礼
初
日
の
オ
ト
ウ
ワ
タ
シ
は
、
近
世
の
改
変
を
受
け
て
い
る
こ
と
と
思
う
が
、
栗

作
郷
時
代
の
祭
礼
の
遺
風
と
考
え
ら
れ
る
。 

 
(

二)

近
世
的
な
神
幸
祭 

神
幸
祭
は
、
谷
川
十
一
区
で
行
わ
れ
る
。
こ
の
日
は
、
谷
川
を
除
く
氏
子
各
村
は

村
の
氏
神
の
祭
礼
を
し
て
お
り
、
そ
の
流
れ
の
一
つ
と
し
て
谷
川
地
区
の
祭
礼
が
あ

る
。
前
出
の
『
丹
波
志
』
に
は
、「
久
下
惣
村
産
神
有
所
ニ
テ
当
谷
ノ
本
村
ト
見
ユ
ル

所
ナ
リ
」
と
あ
る
。
な
ぜ
、
谷
川
地
区
が
神
幸
祭
を
す
る
の
か
理
由
は
聞
け
な
か
っ

た
が
、
近
世
以
降
の
谷
川
村
七
組
の
氏
神
の
金
幣
が
高
座
神
社
に
集
ま
る
こ
と
、
一

一
地
区
の
白
幣
が
神
輿
に
供
奉
す
る
こ
と
な
ど
か
ら
谷
川
地
区
の
祭
礼
の
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。 

 写真６ 大太鼓、シデが先導する 



 

 写真７ 乗り手と舁手 

 
神
幸
祭
を
谷
川
地
区
が
行
う
の
は
、
近
世
以
降
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
金
屋
地

区
に
残
っ
て
い
る
、
谷
川
村
と
高
座
神
社
の
関
係
を
示
す
古
文
書
が
、
天
正
七
年(

一

五
七
九)
の
久
下
重
治
遺
言
状
で
あ
る
。
こ
の
遺
言
状
は
、
明
智
光
秀
の
丹
波
攻
略
に

お
い
て
明
智
側
に
討
た
れ
た
場
合
の
、
祈
願
所

高
座
神
社
の
対
応
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ

の
中
で
「
此
度
我
討
死
せ
ハ
誰
か
奉
守
護
、
町

家
之
者
ハ
別
条
も
無
之
条
、
我
討
死
之
後
者
、

谷
川
之
町
と
し
て
、可
致
守
護
者
也
」と
あ
る
。

久
下
重
治
戦
死
後
は
久
下
谷
で
は
な
く
谷
川
村

が
守
護
す
る
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
こ
の
文
書

の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
高
座
神
社
と
谷
川
村

の
関
係
を
示
す
も
の
で
、
谷
川
村
と
深
い
つ
な

が
り
を
持
つ
神
幸
祭
を
裏
付
け
る
目
的
を
持
っ

て
い
る
。
懲
り
文
書
は
、
お
そ
ら
く
、
祭
礼
の
再
編
さ
れ
た
近
世
に
作
成
さ
れ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
高
座
神
社
の
祭
礼
は
、
中
世
荘
園
の
祭
祀
圏
を
背
景
と
す
る
オ
ト

ウ
と
谷
川
地
区
を
母
体
と
す
る
近
世
的
な
神
幸
祭
を
残
す
貴
重
な
祭
礼
に
な
っ
て
い

る
。 

 

四 

参
考
文
献 

高
座
会
編 

二
〇
〇
二
『
谷
川
の
大
太
鼓
』 

谷
川
区
・
高
座
会 

 

藤
本
幸
男
編 

二
〇
〇
三
『
高
座
神
社
の
神
輿
』 

高
座
神
社
氏
子
総
代
会 

 

久
下
村
誌
編
纂
委
員
会 

一
九
五
七
『
久
下
村
誌
』 

久
下
村
誌
編
纂
委
員
会 

 

山
南
町
史
編
纂
委
員
会 

一
九
九
八
『
山
南
町
誌
』 

山
南
町 



イ
ノ
コ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

久
下 

正
史 

 
 

一 

名
称 

 

イ
ノ
コ  

二 

特
色 

 

豊
作
を
祝
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
行
事
で
あ
る
。 

 

丹
波
篠
山
市
域
（
旧
多
紀
郡
域
）
で
は
、
イ
ノ
コ
の
行
事
が
一
五
地
区
に
見
ら
れ

る
。
市
東
部
の
村
雲
地
区
の
草
ノ
上
・
山
田
・
向
井
、
福
住
地
区
の
下
原
山
・
川
原
・

福
住
上
・
福
住
下
、
市
西
部
の
味
間
地
区
の
大
沢
・
中
野
・
味
間
南
・
味
間
北
、
市

北
部
の
西
紀
地
区
の
栗
柄
・
倉
本
、
市
中
部
の
城
南
地
区
の
谷
山
、
市
南
部
の
古
市

地
区
の
栗
栖
野
な
ど
で
あ
る
。 

 

味
間
地
区
の
イ
ノ
コ
は
、
一
一
月
二
三
日
の
勤
労
感
謝
の
日
に
行
わ
れ
る
が
、
そ

れ
以
外
の
地
区
で
は
、
一
一
月
の
最
初
か
二
番
目
の
亥
の
日
に
行
わ
れ
て
い
る
。 

 

ツ
ト
（
福
住
上
・
福
住
下
、
大
沢
）
、
ワ
ラ
デ
ッ
ポ
ウ
（
谷
山
）・
キ
ネ
（
味
間
南
・

味
間
北
・
栗
栖
野
）
、
イ
ナ
ワ
ラ
ヅ
チ
（
向
井
）
、
イ
ノ
コ
（
草
ノ
上
）
な
ど
名
称
は

多
様
で
あ
る
が
、
そ
の
年
の
新
米
の
稲
わ
ら
を
棒
状
に
し
、
頂
部
に
持
ち
手
の
輪
を

作
る
形
の
も
の
を
持
っ
て
、
家
々
の
門
口
で
子
ど
も
達
が
歌
を
歌
い
な
が
ら
打
ち
付

け
る
と
い
う
こ
と
は
共
通
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
福
住
上
で
は
、
か
つ
て
は
、
大
将

だ
け
は
、
俵
型
の
も
の
を
用
い
て
い
た
。 

 

イ
ノ
コ
の
歌
は
、
福
住
上
で
は
、 

イ
ノ
コ
ロ
モ
チ
祝
い
ま
し
ょ
／
金
が
わ
く
世
の
じ
ん
よ
め
さ
ん
／
御
神
酒
を
供

え
て
祝
い
ま
し
ょ
／
そ
ら 

ポ
ン
ペ
ラ
ポ
ン 

ポ
ン
ペ
ラ
ポ
ン
／
も
一
つ
お
ま

け
に
祝
い
ま
し
ょ
／
そ
ら 

ポ
ン
ペ
ラ
ポ
ン 

ポ
ン
ペ
ラ
ポ
ン 

と
い
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
川
原
も
同
様
で
あ
る
。
谷
山
で
は
、 

亥
の
子
の
餅
祝
い
ま
し
ょ
／
一
つ
や
二
つ
じ
ゃ
足
り
ま
せ
ん
／
蔵
に
千
石
積
ん

ど
い
て
／
お
神
酒
を
供
え
て
祝
い
ま
し
ょ
／
ポ
ン
ポ
ラ
ポ
ン 

ポ
ン
ポ
ラ
ポ
ン

／
も
ひ
と
つ
お
ま
け
に
ポ
ン
ポ
ラ
ポ
ン 

と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
来
栖
野
は
、 

イ
ノ
コ
の
餅
搗
き
祝
い
ま
し
ょ
／
一
に
俵
踏
ま
い
て
／
二
で
に
っ
こ
り
笑
っ
て

／
三
で
酒
つ
く
っ
て
／
四
で
世
の
中
良
い
よ
う
に
／
五
つ
い
つ
も
の
公
徳
に
／

六
つ
無
病
息
災
に
／
七
つ
何
事
な
い
よ
う
に
／
八
つ
屋
敷
ひ
ろ
げ
て
／
九
つ
二

つ
で
蔵
建
て
て
／
十
で
ど
っ
さ
り
納
め
た
／
踊
り
の
餅
搗
き
杵
の
音
／
耳
に
い

っ
て
も
／
口
に
い
ら
ん
／
も
う
一
つ
お
ま
け
／
も
う
一
つ
お
ま
け
／
バ
ン
ザ
イ 

 

と
い
う
よ
う
に
数
え
歌
と
な
っ
て
い
る
。 

 

こ
こ
で
は
、
味
間
地
区
の
内
、
味
間
南
・
味
間
北
の
事
例
を
報
告
す
る
。 

 

三 

歴
史
と
概
要 

 

辻
広
三
郎
編
『
多
紀
郡
誌
』（
私
立
多
紀
郡
教
育
会
、
一
九
一
一
年
）
に
は
、 

旧
十
月
亥
ノ
日
ハ
ヰ
ノ
コ
ト
テ
餅
ヲ
搗
キ
、
村
ノ
子
供
ハ
家
々
ノ
門
前
ニ
テ
夜

藁
ヲ
束
ネ
テ
地
ヲ
打
チ
歌
ヲ
唱
ヘ
ツ
ツ
各
戸
ヲ
廻
ル 

と
記
さ
れ
て
い
る
の
が
古
い
記
録
で
あ
ろ
う
。
農
村
の
行
事
と
し
て
、
現
在
よ
り
も

広
く
行
わ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。 

 
福
住
地
区
か
ら
城
南
地
区
（
旧
篠
山
町
域
）
ま
で
の
歌
に
は
、「
お
神
酒
を
供
え
て

祝
い
ま
し
ょ
」「
ポ
ン
ペ
ラ
ポ
ン
」
あ
る
い
は
「
ポ
ン
ポ
ラ
ポ
ン
」
と
い
っ
た
か
け
声

が
共
通
し
て
い
る
。 

一
方
で
、
味
間
地
区
や
古
市
地
区
（
旧
丹
南
町
域
）
で
は
、「
踊
り
の
餅
搗
き
杵
の

音
／
耳
に
い
っ
て
も
／
口
に
い
ら
ん
」「
隣
の
餅
搗
く
杵
の
音
／
耳
に
い
っ
て
も
／
口



い
ら
ん
」
と
い
っ
た
部
分
が
共
通
し
て
い
る
。 

 
丹
波
篠
山
市
域
の
イ
ノ
コ
の
歌
の
詞
章
は
、
少
な
く
と
も
二
つ
に
大
き
く
分
か
れ

る
よ
う
で
あ
る
。
今
後
、
他
地
区
の
調
査
が
求
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 

四 

組
織 

 

味
間
南
で
は
、
中
学
三
年
生
か
ら
小
学
一
年
生
ま
で
の
子
ど
も
は
全
て
参
加
し
て

お
こ
な
う
。
午
後
六
時
頃
、
味
間
南
公
民
館
に
集
合
し
、
数
人
の
班
ご
と
に
分
か
れ

て
分
担
す
る
家
を
廻
っ
て
い
く
。
全
て
の
家
を
回
り
終
え
る
と
味
間
南
公
民
館
に
集

ま
り
、
中
学
三
年
生
の
男
子
が
指
揮
を
と
り
地
区
の
家
々
か
ら
得
た
お
金
を
学
年
に

応
じ
て
分
配
す
る
。
中
学
三
年
生
は
、「
大
き
く
貰
う
特
権
」
が
あ
る
。 

お
金
の
分
配
に
は
、
保
護
者
も
付
き
添
う
が
、
口
出
し
は
し
な
い
。
子
ど
も
の
主

体
性
に
任
さ
れ
て
い
る
。 

イ
ノ
コ
に
使
う
キ
ネ
は
、
当
日
の
午
前
中
に
老
人
会
が
主
に
な
っ
て
、
子
ど
も
と

保
護
者
を
集
め
、
み
ん
な
で
作
っ
て
い
る
。 

 

五 

祭
り
・
行
事
の
内
容
（
衣
裳
・
付
属
す
る
行
事
等
） 

 

味
間
南
で
は
、
勤
労
感
謝
の
日
の
夕
刻
、
村 

の
家
々
を
回
り
、
玄
関
先
で
、 

イ
ノ
コ
ロ
モ
チ
祝
い
ま
し
ょ
／
千
石
俵
で

祝
い
ま
し
ょ
／
隣
の
餅
つ
き
杵
の
音
／
み

ん
な
で
楽
し
く
祝
い
ま
し
ょ 

と
い
う
歌
で
は
や
し
な
が
ら
、
キ
ネ
と
呼
ば
れ

る
藁
棒
を
、
地
面
に
打
ち
付
け
る
。
玄
関
先
で

イ
ノ
コ
の
歌
が
聞
こ
え
る
と
、
家
人
が
迎
え
、

子
ど
も
達
に
ご
祝
儀
を
与
え
る
。
ご
祝
儀
を
年

長
者
が
受
け
取
る
と
、
次
の
家
へ
と
回
っ
て
い
く
。 

 

味
間
南
の
歌
は
、
あ
る
時
期
、
学
校
の
先
生
が
変
え
た
も
の
だ
と
い
う
。
も
と
は
、 

イ
ノ
コ
ロ
モ
チ
祝
い
ま
し
ょ
／
千
石
俵
で
祝
い
ま
し
ょ
／
隣
の
餅
搗
く
杵
の
音

／
耳
に
い
っ
て
も
／
口
い
ら
ん
／
ま
け
と
け
ー
／
ま
け
と
け
ー 

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

家
に
よ
っ
て
は
、
イ
ノ
コ
の
日
に
餅
を
つ
き
、
神
さ
ん
、
仏
さ
ん
に
供
え
、
炊
き

込
み
ご
飯
や
、
栗
ご
飯
を
つ
く
っ
て
食
べ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。 

 

キ
ネ
は
、
イ
ノ
コ
の
終
わ
っ
た
後
、
倉
庫
な
ど
に
置
い
て
お
き
、
一
年
ほ
ど
し
た

ら
捨
て
る
と
い
う
。 

 

味
間
南
の
隣
村
の
味
間
北
で
は
、
次
の
よ
う
に

歌
わ
れ
る
。 

イ
ノ
コ
ロ
モ
チ
祝
い
ま
し
ょ
／
搗
い
て
も
搗

か
ん
と
申
し
ま
し
ょ
／
隣
で
餅
搗
く
杵
の
音

／
耳
い
っ
て
も
／
口
い
ら
ん
／
ま
け
と
け
ー

／
ま
け
と
け
ー 

 

味
間
北
で
は
、
地
区
の
子
ど
も
達
全
員
が
一
団

と
な
っ
て
地
区
内
の
全
て
の
家
を
回
っ
て
い
く
。 
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黒
岡
春
日
神
社 

鉾
山 

 

久
下 

正
史 

 
 

一 

名
称 

 

黒
岡
春
日
神
社
の
秋
祭
り
（
春
日
祭
り
）
に
篠
山
城
下
の
町
人
町
か
ら
曳
き
出
さ

れ
る
曳
山
を
ホ
コ
ヤ
マ
（
鉾
山
。
以
下
、
鉾
山
と
表
記
）
と
い
う
。 

 

二 

特
色 

 

鉾
山
は
、
京
の
祇
園
祭
の
山
鉾
を
小
型
に
し
た
よ
う
な
形
態
を
し
て
い
る
。
兵
庫

県
内
の
祭
礼
に
お
い
て
、
京
の
祇
園
祭
の
山
鉾
に
類
似
し
た
曳
山
を
出
す
祭
礼
は
、

丹
波
篠
山
市
域
（
旧
多
紀
郡
域
）
だ
け
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
代
表
的
な
も
の
に

丹
波
篠
山
市
域
の
川
原
住
吉
神
社
の
八
朔
祭
り
、
波
々
伯
部
神
社
の
祇
園
祭
り
、
畑

宮
佐
々
婆
神
社
の
畑
祭
り
、
味
間
奥
二
村
神
社
の
秋
祭
り
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
、
黒
岡

春
日
神
社
と
同
様
の
形
態
を
し
た
曳
山
が
出
る
。
こ
の
中
で
も
、
黒
岡
春
日
神
社
の

鉾
山
は
、
他
の
鉾
山
よ
り
も
規
模
が
一
回
り
大
き
く
、
そ
の
起
源
も
近
世
の
祭
礼
の

成
立
と
密
接
に
関
わ
っ
た
形
で
明
確
に
で
き
る
。
黒
岡
春
日
神
社
の
鉾
山
は
、
寛
文

三
年
（
一
六
六
三
）
の
三
笠
山
が
最
初
で
あ
る
。
丹
波
篠
山
市
内
で
建
造
時
期
の
明

確
な
も
の
で
は
、
波
々
伯
部
神
社
で
延
享
二
年
（
一
七
二
五
）
、
川
原
住
吉
神
社
で
天

明
六
年
（
一
七
八
六
）
が
曳
山
の
最
初
と
さ
れ
て
お
り
、
他
の
神
社
の
曳
山
と
比
較

し
て
半
世
紀
以
上
遡
る
。 

鉾
山
は
近
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
何
度
も
修
理
・
再
建
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
が
、

安
永
八
年
（
一
七
七
九
）
の
猩
々
山
再
建
の
際
に
は
、
京
の
祇
園
祭
の
山
鉾
の
一
つ

で
あ
る
北
観
音
山
の
水
引
と
見
送
り
を
譲
り
受
け
て
い
る
。
ま
た
、
懸
装
品
の
下
絵

は
、
横
山
華
渓
（
猩
々
山
、
安
政
六
年
〔
一
八
五
九
〕
）
、
岸
岱
・
岸
礼
（
諫
鼓
山
）

な
ど
の
京
の
絵
師
に
依
頼
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
た
よ
う
に
、
京
の
文
化
の
影
響
を
強

く
受
け
て
い
る
。 

 

三 

歴
史
と
概
要 

 

黒
岡
春
日
神
社
は
、
現
在
の
篠
山
城
の
地
に
鎮
座
し
て
い
た
。
篠
山
城
築
城
に
際

し
て
、
慶
長
一
六
年
（
一
六
一
一
）
に
現
在
地
に
遷
座
し
て
い
る
。
篠
山
城
下
の
氏

神
と
し
て
、
藩
主
を
は
じ
め
、
藩
士
、
町
人
の
篤
い
信
仰
を
受
け
た
。 
 

黒
岡
春
日
神
社
の
祭
礼
は
、
承
応
三
年
（
一
六
五
四
）
、
藩
主
松
平
康
信
の
子
松
平

典
信
（
後
に
藩
主
）
か
ら
の
下
賜
銀
を
用
い
て
町
方
が
神
輿
を
建
立
し
た
こ
と
に
は

じ
ま
る
。
こ
の
翌
年
か
ら
「
御
道
具
」
と
呼
ば
れ
る
神
幸
の
威
儀
物
で
あ
る
太
鼓
・

鉾
・
獅
子
頭
・
長
刀
・
太
刀
な
ど
の
寄
進
が
続
く
。
そ
し
て
、
御
道
具
が
ほ
ぼ
出
揃

っ
た
寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）
に
河
原
町
よ
り
三
笠
山
が
曳
き
出
さ
れ
る
。
そ
の
後
、

延
宝
二
年
（
一
六
七
二
）
に
下
立
町
の
高
砂
山
、
上
二
階
町
の
小
舟
（
個
人
の
寄
進
）、

延
宝
五
年
（
一
六
七
七
）
に
上
立
町
の
孔
雀
山
、
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）
に
二
階

町
の
猩
々
山
（
町
の
寄
進
）、
元
禄
三
年
（
一
六
九
〇
）
に
呉
服
町
の
吹
切
山
な
ど
順

次
建
造
が
進
ん
で
い
る
。 

 

近
世
の
祭
礼
に
は
、
鉾
山
だ
け
で
な
く
、
風
流
も
見
ら
れ
た
。
元
禄
期
に
は
、
上

二
階
町
よ
り
猩
々
、
山
姥
、
鬼
、
唐
人
、
武
者
な
ど
の
仮
装
、
蛇
の
造
り
物
な
ど
が

出
て
お
り
、
下
っ
て
文
化
一
〇
年
（
一
八
一
三
）
に
は
、
子
ど
も
や
女
性
に
よ
る
竹

馬
・
鷹
匠
・
石
台
な
ど
を
中
心
と
す
る
一
〇
〇
を
こ
え
る
風
流
が
各
町
か
ら
出
て
い

た
。 

 
鉾
山
や
風
流
、
御
道
具
、
神
輿
な
ど
は
、「
行
列
」
と
呼
ば
れ
る
神
幸
行
列
を
構
成

し
、
近
世
で
は
、《
太
鼓
・
獅
子
頭
―
各
町
の
風
流
―
町
印
＋
鉾
山
―
鉾
・
長
刀
・
太

刀
―
太
鼓
―
神
輿
》
の
順
序
で
篠
山
城
を
中
心
と
し
て
、
城
下
を
一
周
す
る
経
路
で

神
幸
が
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
神
幸
の
行
列
は
、
風
流
の
確
認
で
き
る
元
禄
期
に
は

完
成
し
て
い
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。 



 

 
近
世
は
、
風
流
・
鉾
山
・
御
道
具
・
神
輿
が
一
体
と
な
っ
て
行
列
を
構
成
し
て
い

た
が
、
明
治
一
〇
年
代
よ
り
神
官
に
よ
る
祭
礼
改
革
が
進
め
ら
れ
た
。
明
治
二
〇
年 

代
前
半
に
行
列
は
、
《
町
印
（
町
標
）
・
御
道
具
・
神
輿
》
だ
け
で
構
成
さ
れ
る
よ
う

に
な
る
。
行
列
の
経
路
は
、
近
世
同
様
に
篠
山
城
を
中
心
と
し
て
、
城
下
を
一
周
す

る
経
路
で
あ
る
。
行
列
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
鉾
山
は
、
町
人
町
を
上
河
原
町
か
ら
西

町
ま
で
東
西
に
巡
行
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
風
流
は
宵
宮
に
練
り
込
む
よ
う

に
改
め
ら
れ
た
。
こ

れ
が
現
行
の
祭
礼
の

基
本
的
な
枠
組
み
と

な
っ
て
い
る
。 

 

四 

組
織 

（
一
）
町
の
区
分 

 
黒
岡
春
日
神
社
の
氏

子
は
、
鎮
座
地
で
あ

る
黒
岡
と
城
下
町
を

構
成
す
る
町
か
ら
な

っ
て
い
る
。
町
人
町

は
京
（
＝
東
）
を
基

準
に
し
て
上か

み

町ま
ち

と
下し

も

町ま
ち

に
わ
か
れ
る
。
ま

た
、
士
族
町
は
新
町

で
あ
る
。
上
町
・
下

町
・
新
町
は
表
に
示

し
た
町
か
ら
な
っ
て
い
る
。 

 

町
人
町
か
ら
九
基
の
鉾
山
が
出
さ
れ
る
が
、
鉾
山
と
そ
れ
を
出
す
町
は
表
の
よ
う

に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
祭
り
の
「
賑
や
か
し
」
と
し
て
太
鼓
御
輿
が
若
者
た
ち
の

手
に
よ
っ
て
舁
き
出
さ
れ
る
。
太
鼓
御
輿
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
会
が
作
ら
れ
て
お
り
、

町
の
区
分
を
こ
え
た
つ
な
が
り
の
中
で
運
行
が
な
さ
れ
る
。 

 

ま
た
、
四
社
の
神
輿
は
、
黒
岡
・
上
町
・
下
町
・
新
町
に
よ
っ
て
運
行
が
担
わ
れ

て
い
る
。 

（
二
）
大
年
番 

 

そ
の
年
の
祭
り
を
担
当
す
る
の
が
「
大お

お

年ね
ん

番ば
ん

」
で
あ
る
。
大
年

番
は
、
鉾
山
を
出
す
町
が
一
年
交
替
で
引
き
継
い
で
い
く
。
大
年
番
は
、
祭
り
の
会

計
や
役
割
の
割
り
振
り
や
管
理
な
ど
を
担
っ
て
い
る
。
ま
た
、
大
年
番
は
、
祭
り
の

翌
日
に
前
年
の
大
年
番
か
ら
「
御
道
具
」
を
引
き
継
ぎ
、
一
年
間
管
理
す
る
。 

（
三
）
運
行
に
関
す
る
役
割 

 

行
列
に
つ
い
て
は
、「
行
列
大お

お

警け
い

固ご

」
が
行
列
の
先

導
を
お
こ
な
い
、
そ
れ
に
「
御
道
具
」
を
捧
持
す
る
「
供
奉
員
」・
町
総
代
・
町
標
奉

持
者
が
続
き
、
そ
れ
を
各
町
か
ら
一
～
三
名
選
出
さ
れ
た
「
警
備
責
任
者
」
が
警
備

す
る
。 

神
輿
は
、「
神
輿
大
警
固
」
が
神
輿
の
運
行
を
差
配
し
、
一
番
か
ら
四
番
ま
で
の
そ

れ
ぞ
れ
の
神
輿
に
「
神
輿
警
固
」
「
神
輿
責
任
者
」「
神
輿
先
曳
責
任
者
」
が
つ
き
、

運
行
を
お
こ
な
う
。
神
輿
の
警
固
、
責
任
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
神
輿
の
運
行
を
担
当

す
る
町
か
ら
選
出
さ
れ
、「
先
曳
責
任
者
」
は
、
一
番
は
黒
岡
、
二
番
は
、
東
新
町
・

南
新
町
、
三
番
は
、
西
新
町
・
北
新
町
、
四
番
は
、
乾
新
町
・
山
内
町
か
ら
選
出
さ

れ
る
。
神
輿
を
曳
く
子
ど
も
は
各
新
町
の
子
ど
も
だ
か
ら
で
あ
る
。 

 

鉾
山
は
、
上
町
・
下
町
か
ら
「
鉾
山
大
警
固
」
一
名
が
選
ば
れ
る
。
上
町
・
下
町

の
鉾
山
大
警
固
は
、
裃
姿
で
上
町
・
下
町
の
鉾
山
の
先
頭
に
立
っ
て
、
全
体
の
運
行

を
差
配
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
鉾
山
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
町
か
ら
五
人
か
ら
一
一
人
の

氏子地区名 鉾山 太鼓御輿 神輿運行 神輿曳き手 
 黒岡   一番神輿 一番御輿 

上町 

上河原町 三笠山 三笠 三番神輿  
下河原町 

鳳凰山 鳳凰  
小川町  
上立町 孔雀山 

孔雀・高砂  
下立町 高砂山  

下町 

呉服町 劔鉾山 
劔鉾・猩々・諌鼓 

四番神輿  

上二階町 猩々山  

下二階町 諌鼓山  
魚屋町 蘇鉄山 

蘇鉄・鏡  
西町 鏡山  

新町 

東新町  あづま 二番神輿 二番神輿 
南新町  南風 
西新町   三番御輿 
北新町   
乾新町  いぬい 四番御輿 
山内町   



 

「
鉾
山
警
固
」
が
付
く
。
そ
の
中
の
「
警
固
長
」

は
、
町
の
鉾
山
の
運
行
を
指
示
す
る
。 

 

太
鼓
御
輿
は
、
全
体
の
統
括
を
「
太
鼓
み
こ

し
大
年
番
」
が
お
こ
な
う
。
各
太
鼓
御
輿
に
は
、

「
太
鼓
み
こ
し
年
番
」「
太
鼓
み
こ
し
警
固
」
が

あ
り
、
年
番
は
、
太
鼓
御
輿
の
運
行
の
責
任
を

負
う
。
警
固
は
、
太
鼓
御
輿
の
運
行
の
際
に
、

太
鼓
御
輿
と
観
客
の
間
に
入
っ
て
け
が
の
な
い

よ
う
に
管
理
を
お
こ
な
う
。 

（
四
）
役
割
の
選
定 

 

行
列
や
神
輿
、
鉾
山

の
警
固
等
は
、
行
列
の
供
奉
員
と
下
町
・
上
町
の
鉾
山
の
大
警
固
は
抽
選
で
決
定
す

る
。
そ
の
他
の
役
割
は
、
町
ご
と
に
割
り
振
り
が
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
従
っ
て

各
町
か
ら
選
ば
れ
る
。 

（
五
）
大
年
番
の
一
年
の
流
れ 

 

大
年
番
は
、
祭
礼
翌
日
に
片
付
け
に
あ
わ
せ
て

御
道
具
を
引
き
継
ぐ
。
一
一
月
末
に
会
計
の
引
き
継
ぎ
を
受
け
る
。
こ
の
時
に
、
書

類
一
式
と
行
列
の
衣
装
な
ど
の
小
道
具
な
ど
を
引
き
継
ぐ
。
そ
の
後
、
秋
祭
り
に
つ

い
て
は
、
二
月
下
旬
に
予
算
会
が
あ
り
、
各
町
へ
の
割
り
当
て
金
が
決
定
し
、
八
月

下
旬
、
秋
祭
り
の
打
ち
合
わ
せ
会
が
、
総
代
と
氏
子
総
代
が
集
ま
っ
て
お
こ
な
わ
れ

る
。
九
月
半
ば
に
担
当
者
会
が
お
こ
な
わ
れ
、
警
固
等
の
祭
礼
の
役
割
が
決
定
さ
れ

る
。
祭
り
の
一
週
間
ほ
ど
前
に
能
舞
台
を
開
け
、
参
道
を
整
備
し
祭
り
に
備
え
る
準

備
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
祭
礼
翌
日
に
次
の
大
年
番
に
道
具
を
引
き
継
ぎ
、

一
〇
月
末
締
め
で
決
算
を
お
こ
な
い
、
決
算
会
を
開
き
、
一
一
月
末
に
次
の
大
年
番

に
書
類
等
を
引
き
継
ぐ
こ
と
と
な
る
。 

  

五 

祭
り
・
行
事
の
内
容
（
衣
裳
・
付
属
す
る
行
事
等
） 

（
一
）
鉾
山
の
宮
入
と
巡
行 

 

宵
山
前
日
に
、
最
後
の
練
習
と
し
て
曳
き
初
め
が

あ
る
。
飾
り
付
け
は
せ
ず
、
乗
り
子
が
乗
り
込
ん
で
囃
子
を
囃
し
、
町
内
だ
け
を
曳

く
。
か
つ
て
は
、
子
ど
も
達
が
、「
お
っ
ち
ゃ
ん
山
曳
い
て
ー
」
と
町
内
を
声
を
か
け

て
回
っ
て
い
た
と
い
う
。 

 

宵
宮
の
朝
、
鉾
山
の
飾
り
付
け
が
行
わ
れ
る
。 

夕
刻
よ
り
、
鉾
山
と
太
鼓
御
輿
の
宮
入
が
行
わ
れ
る
。
上
河
原
町
の
三
笠
山
が
午

後
四
時
過
ぎ
に
出
発
す
る
。
上
町
の
鉾
山
は
、
尊
宝
寺
前
の
門
前
橋
で
合
流
し
、
五

時
前
に
西
町
に
向
か
っ
て
出
発
す
る
。
下
町
の
鉾
山
は
、
午
後
五
時
半
ま
で
に
西
町

の
鏡
山
に
合
流
す
る
よ
う
定
め
ら
れ
て
い
る
。
上
町
の
鉾
山
は
、
西
町
で
下
町
の
鉾

山
と
合
流
し
、
そ
の
後
、
午
後
六
時
に
三
笠
山
が
西
町
を
出
発
し
、
順
次
宮
入
を
お

こ
な
う
。
宮
入
後
、
鉾
山
は
尊
宝
寺
前
に
集
合
し
、
河
原
町
に
入
る
。
そ
の
後
、
午

後
七
時
過
ぎ
に
、
下
町
の
鏡
山
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
町
へ
帰
っ
て
行
く
。 

 

本
宮
で
は
、
毎
年
下
町
が
上
町
の
河
原
町
に
揃
っ
た
後
、
宮
入
を
行
い
、
二
階
町

筋
で
休
憩
を
行
う
か
、
上
町
が
下
町
の
西
町
に
揃
っ
た
後
、
宮
入
を
行
い
、
呉
服
町

で
休
憩
を
行
う
か
が
交
互
に
な
さ
れ
る
。
二
〇
一
八
年
は
、
下
町
に
揃
っ
た
後
、
宮

入
を
行
う
年
で
あ
っ
た
。
そ
の
例
を
み
て
お
こ
う
。 

一
〇
時
前
に
三
笠
山
が
出
発
す
る
。
本
宮
で
は
、
各
鉾
山
が
出
会
う
と
、
役
員
が

挨
拶
を
行
う
。
上
町
は
前
日
同
様
尊
宝
寺
前
の
門
前
橋
に
一
旦
集
結
し
、
そ
の
後
、

出
発
し
一
一
時
ま
で
に
西
町
で
全
て
の
鉾
山
が
揃
う
。
そ
の
後
、
一
一
時
十
五
分
に

三
笠
山
か
ら
出
発
し
、
宮
入
を
お
こ
な
う
。
宮
入
を
行
う
と
呉
服
町
で
全
て
の
鉾
山

が
揃
い
、
休
憩
す
る
。
そ
の
後
、
一
四
時
前
に
上
河
原
町
へ
全
て
の
鉾
山
が
入
り
、

一
五
時
か
ら
鏡
山
を
先
頭
に
順
次
帰
路
に
つ
く
。 

宮
入
で
は
、
鉾
山
が
黒
岡
春
日
神
社
の
馬
場
入
り
口
で
ウ
チ
コ
ミ
を
囃
し
、
神
職

か
ら
お
祓
い
を
受
け
る
。
本
宮
で
は
、
神
符
が
授
与
さ
れ
る
。
現
在
は
鉾
山
の
奉
公

 
写真１「西町から春日神社へ向かう鉾山」 



 

 
図２「鉾山の経路」 

を
変
え
る
こ
と
な
く
宮
入
を
行
っ
て
い
る
が
、

か
つ
て
は
、
鉾
山
を
春
日
神
社
の
方
向
に
向
き

直
し
、
囃
子
を
一
曲
奉
納
し
て
い
た
と
い
う
。 

（
二
）
行
列 

 
行
列
は
、《
鉄
棒
天
狗
―
太
鼓

―
真
榊
―
獅
子
―
社
銘
旗
―
大
麻
―
町
総
代
―

町
標
・
氏
子
総
代
―
神
職
―
崇
敬
会
会
長
―
篠

山
商
工
会
―
氏
子
責
任
役
員
―
神
輿
四
社
》
か

ら
な
っ
て
い
る
。 

 

宵
宮
で
は
、
午
後
一
時
半
に
上
町
・
下
町
に

別
れ
て
、
神
事
を
告
げ
る
拍
子
木
が
打
ち
廻
さ

れ
る
。
神
事
が
終
わ
っ
た
午
後
三
時
半
頃
に
「
足
な
ら
し
」
と
称
し
て
太
鼓
と
役
員
・

宮
司
が
拝
殿
前
か
ら
馬
場
先
の
鳥
居
ま
で
行
列
す
る
。 

 

本
宮
で
は
、
拍
子
木
が
午
前
七
時
、
一
二
時
半
よ
り
上
町
・
下
町
に
別
れ
て
打
ち

廻
さ
れ
る
。
一
二
時
三
十
分
よ
り
神
事
が
お
こ
な
わ
れ
、
午
後
一
時
に
行
列
が
出
発

す
る
。
行
列
と
一
番
御
輿
は
、
東
鳥
居
か
ら
黒
岡
公
民
館
前
ま
で
行
列
し
、
そ
の
後
、

春
日
神
社
へ
戻
り
、
上
町
へ
向
か
う
。
上
河
原

町
集
会
所
で
休
憩
し
、
小
川
町
を
通
っ
て
南
堀

端
を
進
む
。
そ
の
後
、
一
番
・
二
番
神
輿
は
、

西
堀
端
を
進
む
が
、
三
番
・
四
番
御
輿
は
西
新

町
の
通
り
を
進
む
。
合
流
の
後
、
西
町
へ
入
り
、

旧
上
西
町
・
下
西
町
を
大
き
く
一
周
し
、
魚
屋

町
へ
入
る
。
そ
の
後
、
行
列
だ
け
が
山
内
町
を

回
り
、
待
機
の
神
輿
と
合
流
の
後
、
神
社
へ
還

御
す
る
。
還
御
は
午
後
四
時
頃
と
な
る
。
還
御

の
後
、
神
輿
は
す
ぐ
に
神
輿
蔵
に
収
納
さ
れ
る
。 

 

行
列
に
は
、
そ
の
年
に
生
ま
れ
た
子
ど
も
が
「
供
奉
童
子
」
と
し
て
付
き
従
う
。

供
奉
童
子
は
赤
い
鉢
巻
き
を
し
め
る
。 

 

神
輿
（
図
１
）
と
鉾
山
の
運
行
経
路
（
図
２
）
は
次
の
図
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。 

（
三
）
太
鼓
御
輿 

 

太
鼓
御
輿
は
、
中
学
生
の
持
つ
高
張
提
灯
に
先
導
さ
れ
る
。 

宵
宮
・
本
宮
と
も
舁
き
出
し
が
、
午
後
五
時
頃
と
な
る
。
上
町
・
下
町
の
太
鼓
御

輿
が
、
上
町
・
下
町
を
そ
れ
ぞ
れ
練
り
、
宵
宮
で
は
午
後
七
時
、
本
宮
で
は
午
後
七

時
半
か
ら
春
日
神
社
境
内
に
練
り
込
む
。
宵
宮
で
は
、
下
町
の
太
鼓
御
輿
が
先
に
練

り
込
み
、
下
町
の
練
り
込
み
が
終
わ
っ
た
後
、
上
町
が
練
り
込
み
、
退
場
す
る
。
そ

の
後
、
下
町
が
練
り
、
退
場
と
な
る
。
本
宮
で
は
、
上
町
が
先
に
練
り
込
み
、
宵
宮

と
は
逆
順
で
そ
れ
ぞ
れ
退
場
す
る
。 

（
四
）
衣
装 

 

鉾
山
の
曳
き
手
や
、
太
鼓
御
輿
の
舁
き
手
、
神
輿
の
曳
き
手
は
、

そ
れ
ぞ
れ
揃
い
の
法
被
を
着
け
て
い
る
。 

 

神
輿
大
警
固
・
鉾
山
大
警
固
・
氏
子
総
代
は
、
裃
姿
で
あ
る
。
そ
の
他
の
警
固
等

は
、
略
礼
服
姿
で
あ
る
。
太
鼓
御
輿
の
年
番
・
警
固
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
職
名
を
記

し
た
弓
張
提
灯
を
持
つ
。
地
下
足
袋
に
白
股
引
に
法
被
の
色
を
一
般
の
者
と
変
え
て

 
写真３「行列の町標」 

 
写真２「呉服町で休憩する鉾山」 

 
図１「行列の経路」 



 

い
る
。
太
鼓
み
こ
し
大
年
番
は
、
紋
付
き
の
黒
羽
織
を
着
け
て
い
る
。 

 
鉾
山
の
乗
り
子
は
、
鉾
山
の
正
面
に
座
る
鉦
方
は
、
絣
の
着
物
に
鉾
山
に
因
ん
だ

意
匠
を
描
い
た
「
烏
帽
子
」
を
か
ぶ
っ
て
い
る
。
鉾
山
の
左
右
に
座
る
笛
方
は
、
絣

の
着
物
に
豆
絞
り
の
手
ぬ
ぐ
い
を
置
き
手
ぬ
ぐ
い
で
か
ぶ
っ
て
い
る
。
ま
た
、
笛
に

は
組
紐
が
結
び
つ
け
ら
れ
、
鉾
山
の
下
ま
で
長
く
垂
ら
さ
れ
て
い
る
。 

 

太
鼓
御
輿
の
乗
り
子
は
、
化
粧
を
し
、
豆
絞
り
の
手
ぬ
ぐ
い
で
ね
じ
り
鉢
巻
き
を

し
、
柄
の
着
物
に
紅
白
の
襷
を
掛
け
、
後
ろ
に
大
き
く
垂
ら
し
て
い
る
。
白
股
引
手

甲
脚
絆
、
草
履
履
き
で
あ
る
。 

 

六 

鉾
山
の
構
造 

 

鉾
山
は
、
二
階
造
り
と
な
っ
て
い
る
。
高
さ
が
お
お
よ
そ
五
ｍ
、
幅
が
お
お
よ
そ

二
ｍ
で
あ
る
。 

一
階
は
、
中
央
に
「
万
力
」
が
仕
込
ま
れ
て
お
り
、
人
が
乗
り
込
ん
で
、
辻
回
し

な
ど
の
方
向
転
換
の
際
に
そ
の
操
作
を
お
こ
な
う
。 

 

万
力
は
、
棒
状
の
器
具
で
あ
り
、
鉾
山
の
方
向
転
換
の
際
、
梃
子
の
力
を
用
い
て
、

万
力
だ
け
で
鉾
山
を
支
え
、
そ
こ
を
支
点
と
し
て
鉾
山
を
回
転
さ
せ
る
。
二
階
以
上

は
黒
漆
塗
り
で
あ
り
、
二
階
に
は
周
囲
に
高
欄
が
巡
ら
さ
れ
て
い
る
。
二
階
に
乗
子

が
乗
り
込
み
、
囃
子
を
演
奏
す
る
。
二
階
に
上
る
た
め
、
正
面
に
取
り
外
し
の
で
き

る
階
段
梯
子
が
備
え
ら
れ
て
い
る
。 

屋
根
は
切
妻
造
り
で
あ
り
、
妻
に
は
、
飾
り
の
彫
り
物
が
誂
え
ら
れ
て
い
る
。
屋

根
の
一
部
が
取
り
外
し
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
二
階
か
ら
屋
根
の
上
へ
出
る

こ
と
が
で
き
る
。 

鉾
飾
り
は
、
屋
根
の
中
心
を
通
り
、
一
階
の
床
ま
で
心
棒
が
通
っ
て
お
り
、
そ
の

上
に
取
り
付
け
ら
れ
る
。 

見
送
り
の
一
階
に
は
、「
胴
巻
」
（
胴
幕
）
、
二
階
の
高
欄
の
下
に
「
中
水
引
」
、
長

押
の
下
に
は
、「
天
水
引
」
、
鉾
山
の
後
部
に
は
、
「
見
送
」
が
付
け
ら
れ
る
。
ま
た
、

水
引
に
は
房
飾
り
が
取
り
付
け
ら
れ
る
。 

下
町
の
鉾
山
に
は
正
面
左
右
に
金
幣
が
取
り
付
け
ら
れ
て
い
る
。 

掛
装
品
は
、「
雨
か
ざ
り
」
と
呼
ば
れ
る
雨
用
の
簡
易
な
も
の
も
用
意
さ
れ
て
い
る
。 

宵
宮
に
は
、
前
後
に
三
連
、
側
面
に
五
連
の
提
灯
が
取
り
付
け
ら
れ
る
。 

鉾
山
は
、
お
お
よ
そ
一
〇
〇
年
に
一
度
の
ペ
ー
ス
で
再
建
が
な
さ
れ
て
い
る
。
最

も
新
し
い
も
の
は
、
昭
和
一
一
年
（
一
九
三
六
）
に
再
建
さ
れ
た
下
二
階
町
の
諫
鼓

山
で
あ
る
。
古
い
も
の
で
は
、
年
期
の
明
確
な
も
の
と
し
て
、
上
二
階
町
の
猩
々
山

に
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
の
修
理
銘
が
あ
る
。
猩
々
山
は
安
永
八
年
（
一
七
七
九
）

に
再
建
さ
れ
た
記
録
が
あ
り（
安
永
八
年
『
町
印
猩
々
山
再
建
覚
』
上
二
階
町
文
書
）、

少
な
く
と
も
そ
の
時
に
再
建
さ
れ
た
鉾
山
が
現
在
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、

車
台
部
分
は
、
他
に
比
べ
て
虫
損
が
激
し
く
、
部
分
的
に
は
さ
ら
に
遡
る
可
能
性
も

あ
る
。 

 

七 

鉾
山
の
囃
子 

 

囃
子
は
ホ
ン
バ
ヤ
シ
・
チ
ュ
ウ
バ
ヤ
シ
・
モ
ド
リ
バ
ヤ
シ
・
ウ
チ
コ
ミ
の
四
種
類

が
あ
る
。
ホ
ン
バ
ヤ
シ
は
、
町
か
ら
離
れ
て
い
く
と
き
の
囃
子
で
あ
り
、
チ
ュ
ウ
バ

ヤ
シ
は
、
町
内
の
運
行
の
際
に
囃
さ
れ
る
。
モ
ド
リ
バ
ヤ
シ
は
、
町
へ
向
か
っ
て
行

く
時
の
囃
子
で
あ
る
。
ウ
チ
コ
ミ
は
、
宮
入
と
万
力
を
用
い
た
方
向
転
換
の
際
に
囃

さ
れ
る
。
ホ
ン
バ
ヤ
シ
は
各
町
同
じ
で
あ
る
が
、
モ
ド
リ
バ
ヤ
シ
の
後
半
が
町
ご
と

に
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
。 

 

囃
子
の
楽
器
は
鉦
・
太
鼓
・
笛
で
あ
る
。
鉦
は
、
二
挺
鉦
、
太
鼓
は
締
太
鼓
で
あ

る
。
そ
れ
ぞ
れ
、
担
当
を
「
鉦
方
」
「
太
鼓
方
」
「
笛
方
」
と
い
う
。
小
学
生
以
下
の

子
ど
も
で
「
い
ー
や
」
の
か
け
声
を
か
け
る
「
い
や
方
」
と
い
う
も
の
も
あ
る
。 

 

鉾
山
の
乗
り
子
は
、
本
来
は
小
学
生
の
男
子
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
現
在
は
少
子
化



 

に
よ
っ
て
、
町
内
の
子
ど
も
全
員
に
加
え
て
、
町
外
で
あ
っ
て
も
親
戚
な
ど
に
応
援

を
頼
ん
で
い
る
。
ま
た
、
小
学
生
の
み
な
ら
ず
大
学
生
ま
で
声
を
掛
け
て
い
る
。 

 

鉾
山
の
囃
子
の
稽
古
は
祭
り
の
前
、
一
ヶ
月
前
後
か
ら
は
じ
ま
る
。
た
だ
し
、
夏

休
み
明
け
く
ら
い
か
ら
少
し
ず
つ
稽
古
を
は
じ
め
て
い
る
。 

 

上
二
階
町
の
囃
子
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。 

 
 

も
ど
り
ば
や
し 
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○
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○
‐
○
‐
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ふ
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や
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ひ
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や
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ひ
や
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や
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つ
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つ
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ふ
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